
  

様式第２号の１－①【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の１

－②を用いること。 
 

学校名 星槎道都大学 
設置者名 学校法人北海道星槎学園 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

学部名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のある 

教員等による 

授業科目の単位数 

省令

で定

める

基準

単位

数 

配

置

困

難 
全学

共通

科目 

学部

等 

共通

科目 

専門

科目 
合計 

経営 

経営（全専攻）  

1 

12 

0 13 13  

経営（スポーツマ

ネジメントコー

ス） 

 0 13 13  

社会福祉 社会福祉  0 12 13 13  

美術 

デザイン  

0 

12 13 13  

建築  12 13 13  

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 
公開方法：ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/906785d9723fa93e46dbaa56feb9ef31.

pdf 

https://www.seisadohto.ac.jp/students/information1/shirabasu/ 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学部等 

学部等名 

（困難である理由） 

 

  



  

様式第２号の２－①【⑵-①学外者である理事の複数配置】 
 
※ 国立大学法人・独立行政法人国立高等専門学校機構・公立大学法人・学校法人・準学校

法人は、この様式を用いること。これら以外の設置者は、様式第２号の２－②を用いる

こと。 
 

学校名 星槎道都大学 
設置者名 学校法人北海道星槎学園 

 

 

１．理事（役員）名簿の公表方法 
公開方法：ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/9b39368af982bd5410cfe824e728e370.

pdf 

 

 

２．学外者である理事の一覧表 

常勤・非常勤の別 前職又は現職 任期 
担当する職務内容 

や期待する役割 

非常勤 私立学校 キャンパス長 

R02.04.01

～

R05.03.31 

組織運営体制チェ

ック、企画・調整 

非常勤 株式会社 代表取締役 

H31.04.01

～

R05.03.31 

組織運営体制チェ

ック、企画・調整 

非常勤 学校法人 職員 

R04.04.01

～

R08.03.31 

組織運営体制チェ

ック、企画・調整 

非常勤 有限会社 代表取締役 

H31.04.01

～

R05.03.31 

組織運営体制チェ

ック、企画・調整 

非常勤 私立学校 校長 

H31.04.01

～

R05.03.31 

組織運営体制チェ

ック、企画・調整 

（備考） 

 

  



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 

学校名 星槎道都大学 

設置者名 学校法人北海道星槎学園 

 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

 

本学教授会規程第２０条の規定に基づき、本学学務委員会の小委員会としてシラバ

ス検討委員会を設置し、教育の質の保証のため各授業科目のシラバスの記載内容がカ

リキュラム・ポリシー及びディプロマ・ポリシーに照らして整合性を保っているか等

を検討し、作成している。 

本学の授業計画書（シラバス）作成過程は、授業の方法及び内容、到達目標、成績

評価の方法や基準その他の事項を記載した本学の所定様式に各科目の担当教員がカ

リキュラム・ポリシーやディプロマ・ポリシーに則り、作成する。その作成物をシラ

バス第三者チェック委員会によって検証し、必要に応じて修正を行う中で完成に至っ

ている。その中で本学の授業計画書（シラバス）は、以下のとおり具体的かつ明確に

記載しており、学生及び教職員にはポータルサイト及びＷＥＢで例年４月に公表を行

っている。また、学外においては利便性を考慮して、広く周知することが可能である

インターネットを駆使して、本学のホームページにて同時期に公表している。 

 

・授業形態 （講義、演習、実験、実習の別） 

・授業担当者 

・単位認定責任者 

・科目ナンバリング 

・実務経験のある教員の授業科目 

・履修目標（授業の目的） 

・授業の位置づけ（ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーとの関連） 

・到達目標 

・授業全体の内容と概要 

・授業の方法 

・評価方法及び基準（定期試験・レポート等の項目、パーセンテージによる評価配分） 

・成績評価基準（授業別ルーブリック） 

・各授業回における学習内容及び授業外学習として準備学習・事後学習の内容・時間 

 

 

 

授業計画書の公表方法 

公開方法：ホームページに掲載し、学生には学生便覧、ウェ

ブ等にて公表 

https://www.seisadohto.ac.jp/introduction/disclosure

/ 

 



  

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法により、

学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定して

いること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

 
単位については学則第２２条に単位数の計算基準が定められている。また、成績等

の表示及び成績評価基準については、学則第２５条にて学生に周知している。 

単位認定は、試験や出席状況等の総合評価で認定となるが、その方法・基準等につ

いては、学生にあらかじめ示している授業計画（シラバス）上の客観的な方法・基準

（定期試験・レポート等の項目、パーセンテージによる評価配分、採点範囲の評価基

準、ランクによる評価）・ルーブリックに基づき、各授業科目の学修成果の評価を行

い、単位の授与又は履修の認定を行っている。 

 

 

 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 
（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

 

本学では、成績評価において、ＧＰＡの客観的な指標を設定している。ＧＰＡは星

槎道都大学成績評価基準及び履修単位数の上限設定等に関する規程を定め、成績評価

基準（１００～０点）、評価（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ等）と連動してＧＰを明示して以下

のとおり算出が行えるようにしている。 

 

 

＜ＧＰＡの算出方法＞ 
Ｓの修得単位数×4.0＋Ａの修得単位数×3.0＋Ｂの修得単位数×2.0＋Ｃの修得単位数×1.0 

総履修登録単位数（「Ｆ」の単位数を含む。） 

 

 

ＧＰＡは学期ごと及び在学の通算で算出され、卒業判定・ＣＡＰ制度・修学指導等

に活用して成績評価の厳格化に取り組んでいる。ＧＰＡに係る公表は、学生及び教職

員、そして学外に対しても広く周知することが可能であるインターネットを駆使し

て、本学のホームページにて公表している。 

なお、ＧＰＡの分布に関しては、修学指導の基礎資料として学生ごとに算出した資

料を例年学務委員会へ提出し、各学科で学生の履修科目平均成績を相対的に比較・把

握している。 

 

 

 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 

公開方法：ホームページ及び学生便覧に掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2021/09/67d7b41

f3533d35e535877e8b8154572.pdf 

 

 

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 



  

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

 

〖卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）〗 

本学では、以下のとおり各学部・学科の特色に応じた「ディプロマ・ポリシー（学

位授与の方針）」に基づき、卒業の認定に関する方針を定め、学生及び教職員、そして

学外に対しても広く周知することが可能であるインターネットを駆使して、本学のホ

ームページにて公表している。 

 

－2022年度以降入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に

「学士」の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身につ

いていることを保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこ

れらを実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現する

とともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働すること

ができる態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定

める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算ＧＰＡが 1.2以上を満たした者に「学士（経営学）」の学位を授与

する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を修得し、それら

を関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識や技能のみなら

ず幅広い教養を身に着けている。（知識・技能） 

（３）企業等組織、社会および地域が抱える課題を経営学の視点から発見・分析し、

経営のプロフェッショナルとして、それらの解決策を構築し提案できる。（思考

力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップ

とコミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて、様々な人々と協

働し地域社会の発展に貢献するためのマネジメント能力を身につけている。

（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育

課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科

目を含む 124単位以上、通算ＧＰＡが 1.2以上を満たした者に「学士（社会福祉学）」

の学位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、ソーシャルワークに関する知識や技能を修

得し、それらを関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、ソーシャルワークの専門的な知識や



  

技能のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が抱える課題を社会福祉学の視点から発見・分析し、社会福祉の専

門職として、それらの解決策を構築し提案できる。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップ

とコミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度） 

（５）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度や生涯学び続けるための意

欲と学習する習慣を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

 

【美術学部デザイン学科】 

美術学部デザイン学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、それぞれ

の教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた

授業科目を含む 124単位以上、通算ＧＰＡが 1.2以上を満たした者に「学士（デザイ

ン学）」の学位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、美術やデザインに関する知識や技能を修得

し、それらを関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、美術やデザインの専門的な知識や技

能のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が直面する社会的・文化的課題を美術学やデザイン学の視点から発

見・分析し、アーティストやデザイナーとして、それらの解決策となる美術・

デザインの教育活動やプログラムを構築し提案できる。（思考力・判断力・表現

力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップ

とコミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度） 

（５）美術やデザイン作品の制作・研究について高い意欲と幅広い関心を持ち、社会

の中で自らの課題に主体的に取り組む態度が身についている。（主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

美術学部建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、それぞれの教

育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業

科目を含む 124単位以上、通算ＧＰＡが 1.2以上を満たした者に「学士（建築学）」の

学位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、建築に関する知識や技能を修得し、それら

を関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、建築学に関する専門的な知識や技能

のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が直面する社会的・文化的課題を建築学の視点から発見・分析し、

建築のプロフェッショナルとして、それらの解決策を構築し提案できる。（思考

力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップ

とコミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度） 

（５）「建築デザイン」と「ものつくり」について高い意欲と幅広い関心を持ち、社会

の中で自らの課題に主体的に取り組む態度が身についている。（主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 



  

－2021年度入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に

「学士」の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身につ

いていることを保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこ

れらを実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現する

とともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働すること

ができる態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定

める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を獲得し、社会の

現実に即応できるよう、基礎から応用までを俯瞰的に理解している。（知識・技

能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識のみならず幅広

い教養を体得している。（知識・技能） 

（３）企業等の組織および社会が抱える課題を経営学の視点から分析し、解決策を構

築する能力を身につけている。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）所属する組織の目的実現に必要なリーダーシップとコミュニケーション能力を

身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて地域社会の発展に

貢献するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的か

つ効率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30 単位以上

を修得していること。 

（２）経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目

群から必修科目を含めて 64 単位以上を修得していること。経営にかかわるさ

まざまな領域で問題解決に取り組むために、全専攻・コースを対象に必修科目

として、「経営学総論」「経営組織論」「コミュニケーション論」「簿記論」「マー

ケティング論」「財務会計論」「商法」「経営管理論」の 8科目 16単位を履修し、

単位を修得すること。 

また、スポーツマネジメントコースを除く各コースは、上記の 8科目に加え

て、「中小企業論」「経済学概論」「経営情報論」「経営戦略論」「経営分析論」「人

的資源管理論」の全 14科目 28 単位、スポーツマネジメントコースは、上記の

8科目に加えて、「スポーツマネジメント論」「スポーツ社会学」「スポーツ経営

管理論」「スポーツ文化論」「スポーツビジネス論」の全 13 科目 26単位を必修

科目として修得すること。さらに、サブメジャープログラムより１講座以上を

修了すること。 

（３）コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、



  

論理的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、修学基礎科目 5

単位と専門演習 8単位を修得すること。 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育

課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科

目を含む 124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与す

る。 

１．学修目標 

（１）ソーシャルワークの基礎知識や基本技能を修得し、それらを関連づけて体系的

に理解していること。（知識・技能） 

（２）共生社会の創造のため、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語、健康

などに関する幅広い教養を身につけていること。（知識・技能） 

（３）コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報リテラシー及び知識

や情報を複眼的・論理的に分析し表現できる能力を身につけていること。（思考

力・判断力・表現力等） 

（４）現代社会や地域が抱える課題に気付き、それらの解決に果敢に立ち向かう能力

を身につけていること。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）生涯学び続けるための意欲と学習する習慣を身につけていること。（主体性を 

って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（６）自らを律し、他者と協調・協働して行動ができること。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

（７）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度を身につけていること。（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基

本的な知識としても必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得してい

ること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門

科目群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、

個人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につける

ことを目標としている。このため、「ソーシャルワークの基盤と専門職」「ソー

シャルワークの基盤と専門職（専門）」「社会保障Ⅰ」「社会保障Ⅱ」「社会学と

社会システム」「心理学と心理的支援」「児童・家庭福祉」「医学概論」「高齢者

福祉」「障害者福祉」「権利擁護を支える法制度」「貧困に対する支援」「保健医

療と福祉」「社会福祉調査の基礎」「福祉サービスの組織と経営」「刑事司法と福

祉」の 16科目 32単位を必修科目として履修し、単位を修得すること。また、

サブメジャープログラムより１講座以上を修了すること。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、１年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5単位を修得し

ていること。 

 

【美術学部】 

 美術学部デザイン学科及び建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づ

き、それぞれの教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、

定められた授業科目を含む 124 単位以上、通算 GPA が 1.2 以上を満たした者に「学

士」の学位を授与する。 



  

 

【美術学部デザイン学科】 

１．学修目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のた

め、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を

身につけていること。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働

かせ、直面する課題解決のための判断力を身につけていること。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主

体的に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達

成に積極的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけているこ

と。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必

要となる共通教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得して

いること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されてい

る専門科目群から 64単位（うち必修科目 42単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた

知識、技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法に

ついて考える力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶこと

ができることを目標としている。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」

「平面構成Ⅰ」「平面構成Ⅱ」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「立体構成Ⅰ」「基礎

デザインⅠ」「基礎デザインⅡ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」「デザイン概

論Ⅰ」「デザイン概論Ⅱ」「色彩環境論」の 14科目 28単位を必修科目として履

修し、単位を修得すること。また、サブメジャープログラムより１講座以上を

修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5単位を修得し

ていること。 

 

【美術学部建築学科】 

１．学修目標 

（１）次代の可能性を切り開き共生社会の実現ならびに貢献できる人材として、建築

学に関する専門知識や技能を基礎に、自国の文化や社会環境、地域共生などに

関する幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（２）建築のプロフェッショナルとして、技術者倫理を基礎に企画力・提案力・分析

力・表現力など、広く社会に通用する人間力を身につけている。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）地域や共生社会に関する様々な問題に関心を持ち、「建築デザイン」と「ものつ

くり」を通して、さまざまな人と協働して問題解決に真摯に向き合う態度とコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通

教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 



  

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら 64単位（うち必修科目 40単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態

度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力

を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを

目標としている。このため、「基本製図」「建築設計製図」「北国の建築と住まい」

「建築史」「建築システム論」「建築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計演習Ⅱ」

「建築計画Ⅰ」「建築計画Ⅱ」「建築設備Ⅰ」「福祉環境計画論」「建築構造力学

Ⅰ」「建築構造力学Ⅱ」「建築法規Ⅰ」「建築法規Ⅱ」「建築環境Ⅰ」「鉄筋コンク

リート構造」「建築施工」「都市計画」の 20科目 40単位を必修科目として履修

し、単位を修得すること。また、サブメジャープログラムより１講座以上を修

了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習（Ⅰ・

Ⅱ）」の 7単位を修得していること。 

 

 

－2020年度までの入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に

「学士」の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身につ

いていることを保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこ

れらを実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現する

とともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働すること

ができる態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定

める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を獲得し、社会の

現実に即応できるよう、基礎から応用までを俯瞰的に理解している。（知識・技

能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識のみならず幅広

い教養を体得している。（知識・技能） 

（３）企業等の組織および社会が抱える課題を経営学の視点から分析し、解決策を構

築する能力を身につけている。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）所属する組織の目的実現に必要なリーダーシップとコミュニケーション能力を

身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて地域社会の発展に

貢献するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を持って多様な



  

人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的か

つ効率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30 単位以上

を修得していること。 

（２）経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目

群から必修科目を含めて 64 単位以上を修得していること。経営にかかわるさ

まざまな領域で問題解決に取り組むために、必修科目として、「経営学総論」「簿

記論」「経営組織論」「経営管理論」の 4科目 8単位を履修し、単位を修得する

こと。また、スポーツマネジメントコースは、上記の 4科目に加えて、「スポー

ツマネジメント論」「スポーツ社会学」「スポーツ経営管理論」「スポーツ文化

論」「スポーツビジネス論」の全 9科目 18単位を必修科目として修得すること。 

（３）コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、

論理的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、基礎演習科目 5

単位と専門演習 8単位を修得すること。 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育

課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科

目を含む 124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与す

る。 

１．学修目標 

（１）ソーシャルワークの基礎知識や基本技能を修得し、それらを関連づけて体系的

に理解していること。（知識・技能） 

（２）共生社会の創造のため、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語、健康

などに関する幅広い教養を身につけていること。（知識・技能） 

（３）コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報リテラシー及び知識

や情報を複眼的・論理的に分析し表現できる能力を身につけていること。（思考

力・判断力・表現力等） 

（４）現代社会や地域が抱える課題に気付き、それらの解決に果敢に立ち向かう能力

を身につけていること。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）生涯学び続けるための意欲と学習する習慣を身につけていること。（主体性を持

って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（６）自らを律し、他者と協調・協働して行動ができること。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

（７）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度を身につけていること。（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基

本的な知識としても必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得してい

ること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門

科目群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、

個人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につける

ことを目標としている。このため、「相談援助の基盤と専門職Ⅰ」「相談援助の

基盤と専門職Ⅱ」「現代社会と福祉Ⅰ」「現代社会と福祉Ⅱ」「社会保障論Ⅰ」「社

会保障論Ⅱ」「低所得者に対する支援と生活保護制度」「権利擁護と成年後見制

度」「保健医療サービス」「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」「福祉行



  

財政と福祉計画」の 11科目 22単位を必修科目として履修し、単位を修得する

こと。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、１年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「地域共生プログラ

ム」の 6単位を修得していること。 

 

【美術学部】 

 美術学部デザイン学科及び建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づ

き、それぞれの教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、

定められた授業科目を含む 124 単位以上、通算 GPA が 1.2 以上を満たした者に「学

士」の学位を授与する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．学修目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のた

め、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を

身につけていること。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働

かせ、直面する課題解決のための判断力を身につけていること。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主

体的に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達

成に積極的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけているこ

と。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必

要となる共通教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得して

いること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されてい

る専門科目群から 64単位（うち必修科目 32単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた

知識、技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法に

ついて考える力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶこと

ができることを目標としている。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」

「平面構成Ⅰ」「平面構成Ⅱ」「色彩環境論」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「デッ

サンⅢ」「デッサンⅣ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」の 11科目 22単位を必

修科目として履修し、単位を修得すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「地域共生プログラ

ム」の 6単位を修得していること。 

 

【美術学部建築学科】 

１．学修目標 

（１）次代の可能性を切り開き共生社会の実現ならびに貢献できる人材として、建築

学に関する専門知識や技能を基礎に、自国の文化や社会環境、地域共生などに

関する幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 



  

（２）建築のプロフェッショナルとして、技術者倫理を基礎に企画力・提案力・分析

力・表現力など、広く社会に通用する人間力を身につけている。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）地域や共生社会に関する様々な問題に関心を持ち、「建築デザイン」と「ものつ

くり」を通して、さまざまな人と協働して問題解決に真摯に向き合う態度とコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通

教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら 64単位（うち必修科目 41単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態

度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力

を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを

目標としている。このため、「基本製図」「建築設計製図」「建築史」「建築シス

テム論」「建築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計演習Ⅱ」「建築計画Ⅰ」「建築

設備Ⅰ」「建築構造力学Ⅰ」「建築構造力学Ⅱ」「建築材料実験」「建築法規Ⅰ」

「建築環境Ⅰ」「建築施工」「都市計画」の 16科目 31単位を必修科目として履

修し、単位を修得すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習（Ⅰ・

Ⅱ）」「地域共生プログラム」の 8単位を修得していること。 

 

 

【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

平成２２年４月１日 制定 

平成２５年５月２７日 一部改訂 

平成３０年４月１日 改訂 

令和２年４月１日 改訂 

令和３年４月 1日 一部改訂 

令和４年４月１日 改訂 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

公表方法：ホームページ及び学生便覧に掲載 

 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/9c220f1

edbad031dbb6c0f33b42d009d.pdf 

 

 
 

  



  

様式第２号の４－①【⑷財務・経営情報の公表(大学・短期大学・高等専門学校)】 
 
※大学・短期大学・高等専門学校は、この様式を用いること。専門学校は、様式第２号の４

－②を用いること。 
学校名 星槎道都大学 

設置者名 学校法人北海道星槎学園 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 
ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/5d

4afd5c4e1e741672598f870a7382f1.pdf 

収支計算書又は損益計算書 

ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/dd

940babf33ed632085a3b78cdc06fb4.pdf 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/10

e26e9a2aabb4c43fefd1c59aa63a8a.pdf 

財産目録 
ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/d2

19b07f17472429e61cc1035d19516e.pdf 

事業報告書 
ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/7d

f49510322b7276744d2d997225a039-1.pdf 

監事による監査報告（書） 
ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/5f

266e1cf19a9a4054701bc90c7ceb54.pdf 

 

２．事業計画（任意記載事項） 

単年度計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

中長期計画（名称：              対象年度：     ） 

公表方法： 

 

３．教育活動に係る情報 

（１）自己点検・評価の結果 
公表方法：ホームページに掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/04/jikotenken_2021.pdf 

 

（２）認証評価の結果（任意記載事項） 

公表方法： 

 

 

 

 



  

（３）学校教育法施行規則第 172条の２第 1項に掲げる情報の概要 

 

①教育研究上の目的、卒業の認定に関する方針、教育課程の編成及び実施に関す

る方針、入学者の受入れに関する方針の概要 
学部等名 全学部全学科 

教育研究上の目的（公表方法：ホームページ及び学生便覧に掲載） 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/e939cad1f33167b0d5e9a6c0416dcad

6.pdf 

 

（概要） 

 

＜学部・学科の教育研究上の目的＞  

【経営学部】 

情報化、国際化、さらにグローバル化が進展する２１世紀の産業社会で活躍する人

材を育成する。また、グローバルな視点だけでなく地域社会とのつながりについても

重視し、経営およびそれに関連した分野等について研究し、その成果を社会と学生の

学びへ還元する。  

（経営学科） 

企業の会計管理・国際経営戦略などを中心とした諸理論を学ぶだけでなく、経営を

広い視点から捉え、地域社会やスポーツビジネスのような様々な社会的活動も経営対

象と捉え、幅広い視野と国際的かつ地域に根ざした経営感覚を持つ幅広い人材を養成

する。また、これらの学びの中から次世代を育む指導者を育成し、保健体育・商業等の

教職において活躍し得る人材を養成する。 

 

【社会福祉学部】 

建学の精神のもとに、多岐にわたる福祉施設や行政機関等で活躍する人材を養成す

るとともに、共生社会の実現をめざす。グローバルな視点から社会サービスの現状と

その背景にある政治、経済、文化等について研究し、その成果を学生へ還元する。  

（社会福祉学科） 

共生社会のシステム構築に寄与する人材を養成する。 高齢者や障害者、子ども・家

庭等｢要支援者｣の自立生活に焦点を当て、あらゆる支援活動にかかわることができる

ソーシャルワーカーを養成する。特別支援・社会分野の教職において活躍し得る人材

を養成する。 

 

【美術学部】 

建学の精神を念頭に、両学科の所属学生に対し、幅広い知識や教養を修得させると

共に、豊かな感性や感覚と高い技能とを身につけさせ、美しく心豊かな社会創りに、

持続的に積極的に関わることのできる人材養成を行うこと。また、研究に関しては、

より的確な教育方法の研究と共に、幅広い視野で、とりわけ地域の諸問題について検

証し、それらの改善と発展に寄与すること等を目的とする。  

（デザイン学科） 

知識や教養の修得と共に、個々の学生の感性や感覚の練磨につとめ、感受性豊かで

想像力や表現力や創造力のある人間形成を行うこと。教職を目指す学生には、美術な

らではの教育方法の特質と役割とを認識させ、教育現場での授業等において、それら

を反映させ実践できる人材の育成を行うこと。研究に関しては、常に一人ひとりの学

生に寄り添い、それぞれの特質を把握し、効果的な教育方法を展開させられるように

すること、また、美術についての専門的な知識や技能等を、十分に社会に還元させる

ことを目標とする。  



  

 

（建築学科） 

人びとの生活から社会活動の基盤となる建築・都市環境に関わる専門知識を有し、

これらを構築する豊かな創造力をもち、社会に貢献する建築技術者を育成する。また、

工業（建築）分野の教職において活躍できる人材を育成する。  
 

卒業の認定に関する方針（公表方法：ホームページ及び学生便覧に掲載） 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/9c220f1edbad031dbb6c0f33b42d009

d.pdf 

（概要） 

 

〖卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）〗 

本学では、以下のとおり各学部・学科の特色に応じた「ディプロマ・ポリシー（学位

授与の方針）」に基づき、卒業の認定に関する方針を定め、学生及び教職員、そして学

外に対しても広く周知することが可能であるインターネットを駆使して、本学のホー

ムページにて公表している。 

 

－2022年度以降入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学

士」の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身についてい

ることを保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこ

れらを実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現する

とともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働すること

ができる態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定

める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算ＧＰＡが 1.2以上を満たした者に「学士（経営学）」の学位を授与

する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を修得し、それら

を関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識や技能のみなら

ず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）企業等組織、社会および地域が抱える課題を経営学の視点から発見・分析し、経

営のプロフェッショナルとして、それらの解決策を構築し提案できる。（思考

力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップと

コミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて、様々な人々と協

働し地域社会の発展に貢献するためのマネジメント能力を身につけている。（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 



  

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育

課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目

を含む 124 単位以上、通算ＧＰＡが 1.2 以上を満たした者に「学士（社会福祉学）」

の学位を授与する。 

（１） 社会の要請に応えうる人材として、ソーシャルワークに関する知識や技能を修

得し、それらを関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、ソーシャルワークの専門的な知識や

技能のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が抱える課題を社会福祉学の視点から発見・分析し、社会福祉の専

門職として、それらの解決策を構築し提案できる。（思考力・判断力・表現力

等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップと

コミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度） 

（５）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度や生涯学び続けるための意

欲と学習する習慣を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

 

【美術学部デザイン学科】 

美術学部デザイン学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、それぞれ

の教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授

業科目を含む 124 単位以上、通算ＧＰＡが 1.2 以上を満たした者に「学士（デザイン

学）」の学位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、美術やデザインに関する知識や技能を修得

し、それらを関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、美術やデザインの専門的な知識や技

能のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が直面する社会的・文化的課題を美術学やデザイン学の視点から発

見・分析し、アーティストやデザイナーとして、それらの解決策となる美術・デ

ザインの教育活動やプログラムを構築し提案できる。（思考力・判断力・表現力

等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップと

コミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度） 

（５）美術やデザイン作品の制作・研究について高い意欲と幅広い関心を持ち、社会

の中で自らの課題に主体的に取り組む態度が身についている。（主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

美術学部建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、それぞれの教

育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科

目を含む 124 単位以上、通算ＧＰＡが 1.2 以上を満たした者に「学士（建築学）」の

学位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、建築に関する知識や技能を修得し、それら

を関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、建築学に関する専門的な知識や技能

のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 



  

（３）社会や地域が直面する社会的・文化的課題を建築学の視点から発見・分析し、建

築のプロフェッショナルとして、それらの解決策を構築し提案できる。（思考

力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップと

コミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度） 

（５）「建築デザイン」と「ものつくり」について高い意欲と幅広い関心を持ち、社会

の中で自らの課題に主体的に取り組む態度が身についている。（主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

－2021年度入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学

士」の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身についてい

ることを保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこ

れらを実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現する

とともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働すること

ができる態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定

める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を獲得し、社会の

現実に即応できるよう、基礎から応用までを俯瞰的に理解している。（知識・技

能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識のみならず幅広

い教養を体得している。（知識・技能） 

（３）企業等の組織および社会が抱える課題を経営学の視点から分析し、解決策を構

築する能力を身につけている。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）所属する組織の目的実現に必要なリーダーシップとコミュニケーション能力を

身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて地域社会の発展に

貢献するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的か

つ効率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30単位以上を

修得していること。 

（２）経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目

群から必修科目を含めて 64単位以上を修得していること。経営にかかわるさま

ざまな領域で問題解決に取り組むために、全専攻・コースを対象に必修科目と

して、「経営学総論」「経営組織論」「コミュニケーション論」「簿記論」「マ



  

ーケティング論」「財務会計論」「商法」「経営管理論」の 8科目 16単位を履

修し、単位を修得すること。 

また、スポーツマネジメントコースを除く各コースは、上記の 8科目に加え

て、「中小企業論」「経済学概論」「経営情報論」「経営戦略論」「経営分析論」

「人的資源管理論」の全 14 科目 28 単位、スポーツマネジメントコースは、上

記の 8科目に加えて、「スポーツマネジメント論」「スポーツ社会学」「スポー

ツ経営管理論」「スポーツ文化論」「スポーツビジネス論」の全 13科目 26単位

を必修科目として修得すること。さらに、サブメジャープログラムより１講座以

上を修了すること。 

（３）コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、

論理的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、修学基礎科目 5単

位と専門演習 8単位を修得すること。 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育

課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目

を含む 124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）ソーシャルワークの基礎知識や基本技能を修得し、それらを関連づけて体系的

に理解していること。（知識・技能） 

（２）共生社会の創造のため、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語、健康な

どに関する幅広い教養を身につけていること。（知識・技能） 

（３）コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報リテラシー及び知識

や情報を複眼的・論理的に分析し表現できる能力を身につけていること。（思

考力・判断力・表現力等） 

（４）現代社会や地域が抱える課題に気付き、それらの解決に果敢に立ち向かう能力

を身につけていること。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）生涯学び続けるための意欲と学習する習慣を身につけていること。（主体性を 

って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（６）自らを律し、他者と協調・協働して行動ができること。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

（７）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度を身につけていること。（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基

本的な知識としても必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得してい

ること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門

科目群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、

個人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につけるこ

とを目標としている。このため、「ソーシャルワークの基盤と専門職」「ソーシ

ャルワークの基盤と専門職（専門）」「社会保障Ⅰ」「社会保障Ⅱ」「社会学と

社会システム」「心理学と心理的支援」「児童・家庭福祉」「医学概論」「高齢

者福祉」「障害者福祉」「権利擁護を支える法制度」「貧困に対する支援」「保

健医療と福祉」「社会福祉調査の基礎」「福祉サービスの組織と経営」「刑事司

法と福祉」の 16 科目 32 単位を必修科目として履修し、単位を修得すること。

また、サブメジャープログラムより１講座以上を修了すること。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知



  

識と基本的な学修能力の修得を目指し、１年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5 単位を修得

していること。 

 

【美術学部】 

 美術学部デザイン学科及び建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づ

き、それぞれの教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、

定められた授業科目を含む 124 単位以上、通算 GPA が 1.2 以上を満たした者に「学

士」の学位を授与する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．学修目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のた

め、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を身

につけていること。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働

かせ、直面する課題解決のための判断力を身につけていること。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主

体的に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達

成に積極的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけているこ

と。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必

要となる共通教育科目群から 30 単位（うち必修科目 16 単位）以上を修得して

いること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されてい

る専門科目群から 64単位（うち必修科目 42単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた知

識、技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法につい

て考える力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことがで

きることを目標としている。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」「平

面構成Ⅰ」「平面構成Ⅱ」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「立体構成Ⅰ」「基礎

デザインⅠ」「基礎デザインⅡ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」「デザイン

概論Ⅰ」「デザイン概論Ⅱ」「色彩環境論」の 14 科目 28 単位を必修科目とし

て履修し、単位を修得すること。また、サブメジャープログラムより１講座以

上を修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5 単位を修得

していること。 

 

【美術学部建築学科】 

１．学修目標 

（１）次代の可能性を切り開き共生社会の実現ならびに貢献できる人材として、建築

学に関する専門知識や技能を基礎に、自国の文化や社会環境、地域共生などに

関する幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（２）建築のプロフェッショナルとして、技術者倫理を基礎に企画力・提案力・分析



  

力・表現力など、広く社会に通用する人間力を身につけている。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）地域や共生社会に関する様々な問題に関心を持ち、「建築デザイン」と「ものつ

くり」を通して、さまざまな人と協働して問題解決に真摯に向き合う態度とコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通

教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら 64単位（うち必修科目 40単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態度

等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力を

身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを目

標としている。このため、「基本製図」「建築設計製図」「北国の建築と住ま

い」「建築史」「建築システム論」「建築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計

演習Ⅱ」「建築計画Ⅰ」「建築計画Ⅱ」「建築設備Ⅰ」「福祉環境計画論」「建

築構造力学Ⅰ」「建築構造力学Ⅱ」「建築法規Ⅰ」「建築法規Ⅱ」「建築環境Ⅰ」

「鉄筋コンクリート構造」「建築施工」「都市計画」の 20 科目 40 単位を必修

科目として履修し、単位を修得すること。また、サブメジャープログラムより

１講座以上を修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習

（Ⅰ・Ⅱ）」の 7単位を修得していること。 

 

 

－2020年度までの入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学

士」の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身についてい

ることを保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこ

れらを実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現する

とともに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働すること

ができる態度。 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定

める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

 

１．学修目標 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を獲得し、社会の

現実に即応できるよう、基礎から応用までを俯瞰的に理解している。（知識・技



  

能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識のみならず幅広

い教養を体得している。（知識・技能） 

（３）企業等の組織および社会が抱える課題を経営学の視点から分析し、解決策を構

築する能力を身につけている。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）所属する組織の目的実現に必要なリーダーシップとコミュニケーション能力を

身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて地域社会の発展に

貢献するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的か

つ効率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30単位以上を

修得していること。 

（２）経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目

群から必修科目を含めて 64単位以上を修得していること。経営にかかわるさま

ざまな領域で問題解決に取り組むために、必修科目として、「経営学総論」「簿

記論」「経営組織論」「経営管理論」の 4 科目 8 単位を履修し、単位を修得す

ること。また、スポーツマネジメントコースは、上記の 4 科目に加えて、「ス

ポーツマネジメント論」「スポーツ社会学」「スポーツ経営管理論」「スポーツ

文化論」「スポーツビジネス論」の全 9科目 18単位を必修科目として修得する

こと。 

（３）コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、

論理的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、基礎演習科目 5単

位と専門演習 8単位を修得すること。 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育

課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目

を含む 124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）ソーシャルワークの基礎知識や基本技能を修得し、それらを関連づけて体系的

に理解していること。（知識・技能） 

（２）共生社会の創造のため、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語、健康な

どに関する幅広い教養を身につけていること。（知識・技能） 

（３）コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報リテラシー及び知識

や情報を複眼的・論理的に分析し表現できる能力を身につけていること。（思

考力・判断力・表現力等） 

（４）現代社会や地域が抱える課題に気付き、それらの解決に果敢に立ち向かう能力

を身につけていること。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）生涯学び続けるための意欲と学習する習慣を身につけていること。（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（６）自らを律し、他者と協調・協働して行動ができること。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

（７）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度を身につけていること。（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基

本的な知識としても必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得してい



  

ること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門

科目群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、

個人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につけるこ

とを目標としている。このため、「相談援助の基盤と専門職Ⅰ」「相談援助の基

盤と専門職Ⅱ」「現代社会と福祉Ⅰ」「現代社会と福祉Ⅱ」「社会保障論Ⅰ」

「社会保障論Ⅱ」「低所得者に対する支援と生活保護制度」「権利擁護と成年後

見制度」「保健医療サービス」「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」

「福祉行財政と福祉計画」の 11 科目 22 単位を必修科目として履修し、単位を

修得すること。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、１年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「地域共生プログ

ラム」の 6単位を修得していること。 

 

【美術学部】 

 美術学部デザイン学科及び建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づ

き、それぞれの教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、

定められた授業科目を含む 124 単位以上、通算 GPA が 1.2 以上を満たした者に「学

士」の学位を授与する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．学修目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のた

め、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を身

につけていること。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働

かせ、直面する課題解決のための判断力を身につけていること。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主

体的に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達

成に積極的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけているこ

と。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必

要となる共通教育科目群から 30 単位（うち必修科目 16 単位）以上を修得して

いること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されてい

る専門科目群から 64単位（うち必修科目 32単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた知

識、技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法につい

て考える力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことがで

きることを目標としている。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」「平

面構成Ⅰ」「平面構成Ⅱ」「色彩環境論」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「デッ

サンⅢ」「デッサンⅣ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」の 11 科目 22 単位

を必修科目として履修し、単位を修得すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知



  

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「地域共生プログ

ラム」の 6単位を修得していること。 

 

【美術学部建築学科】 

１．学修目標 

（１）次代の可能性を切り開き共生社会の実現ならびに貢献できる人材として、建築

学に関する専門知識や技能を基礎に、自国の文化や社会環境、地域共生などに

関する幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（２）建築のプロフェッショナルとして、技術者倫理を基礎に企画力・提案力・分析

力・表現力など、広く社会に通用する人間力を身につけている。（思考力・判断

力・表現力等） 

（３）地域や共生社会に関する様々な問題に関心を持ち、「建築デザイン」と「ものつ

くり」を通して、さまざまな人と協働して問題解決に真摯に向き合う態度とコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通

教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら 64単位（うち必修科目 41単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態度

等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力を

身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを目

標としている。このため、「基本製図」「建築設計製図」「建築史」「建築シス

テム論」「建築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計演習Ⅱ」「建築計画Ⅰ」「建

築設備Ⅰ」「建築構造力学Ⅰ」「建築構造力学Ⅱ」「建築材料実験」「建築法規

Ⅰ」「建築環境Ⅰ」「建築施工」「都市計画」の 16 科目 31 単位を必修科目と

して履修し、単位を修得すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習

（Ⅰ・Ⅱ）」「地域共生プログラム」の 8単位を修得していること。 

 

【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

平成２２年４月１日 制定 

平成２５年５月２７日 一部改訂 

平成３０年４月１日 改訂 

令和２年４月１日 改訂 

令和３年４月 1日 一部改訂 

令和４年４月１日 改訂 

教育課程の編成及び実施に関する方針（公表方法：ホームページ及び学生便覧に掲載） 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/04125f17e8cdf5854739ff0e694e17b8.pd

f 



  

（概要） 

 

〖教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）〗 

 

－2022年度以降入学生版－ 

【星槎道都大学】 

 教育課程の授業科目（メジャープログラム）を共通教育科目（修学基礎教育科目［修

学基礎、キャリア支援、人文社会科学、健康とスポーツ］、外国語基礎教育科目［英

語、その他言語］、情報・数理基礎教育科目［情報リテラシー、数理基礎］）と専門科

目（基幹科目、展開科目、専門演習、自由科目）で構成し、授業科目（メジャープログ

ラム）を共通教育科目（サブメジャー科目）と共通教育科目及び専門科目の科目の一

部により構成することにより、各科目区分にすべての人々が共生する社会の実現に資

する人材養成、各資格・免許養成に必要な科目を配当することでカリキュラムの骨格

とする。 

 

【経営学部経営学科】 

 経営学部経営学科では、21世紀の産業社会で活躍する人材や地域社会の発展に貢献

する人材を育成するために、以下のような方針で教育課程を編成する。なお、各授業

科目の内容や到達目標、評価方法についてはシラバス（授業計画）において明示する

とともに、授業方法については授業改善アンケート等を通じて点検・評価を行い、常

に授業の改善を図っている。 

１．履修すべき科目と単位 

（１） 経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的か

つ効率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30 単位以上

を修得していること。 

（２） 経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科

目群から必修科目を含めて 64 単位以上を修得していること。経営にかかわる

さまざまな領域で問題解決に取り組むために、全専攻・コースを対象に必修科

目として「経営学総論」「経営組織論」「コミュニケーション論」「簿記論」

「マーケティング論」「財務会計論」「商法」「経営管理論」の 8科目 16単位

を履修し、単位を修得すること。 

また、スポーツマネジメントコースを除く各コースは、上記の 8科目に加えて、

「中小企業論」「経済学概論」「経営情報論」「経営戦略論」「経営分析論」

「人的資源管理論」の全 14科目 28単位、スポーツマネジメントコースは、上

記の 8科目に加えて、「スポーツマネジメント論」「スポーツ社会学」「スポ

ーツ経営管理論」「スポーツ文化論」「スポーツビジネス論」の全 13 科目 26

単位を必修科目として修得すること。さらに、サブメジャープログラムより 1

講座以上を修了すること。 

（３） コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、論理

的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、修学基礎科目 5単位

と専門演習 8 単位を修得すること。 

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

（１）専門科目に経営に関する基礎となる科目を設定する。（知識・技能）（思考力・

判断力・表現力等） 

（２）専門科目にビジネスやコミュニティにおいて実践力を持った人材を養成するた

めの科目を設定する。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養成する



  

ため、高等学校教諭一種免許状（商業）の教職課程を設置する。 

（４）専門科目にスポーツ経営に関する基礎となる科目および地域に根ざしたスポー

ツの指導者、障がい者スポーツ指導員、スポーツソーシャルワーカーの養成課

程を設置する。 

（５）スポーツマネジメントコースを設置し、スポーツの分野においてインクルーシ

ブ教育に適応できる専門的な教師を養成するため中学校教諭一種免許状（保健

体育）、高等学校教諭一種免許状（保健体育）の教職課程を設置する。 

３．少人数教育の基礎となるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという本学の特徴を生かして、きめ細かな指導や

支援が行える少人数教育を実施する。その基盤として、1年次に「基礎ゼミナールⅠA・

ⅠB」、2年次には「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB」、3年次には「専門演習ⅠA・ⅠB」、4

年次には「専門演習ⅡA・ⅡB」を設置し、大学生としての基礎的な知識や技能、思考

力・判断力・表現力等、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度の育成を目指

す。両科目では、担当教員が、学生一人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かな

指導や支援を行う。「基礎ゼミナール」では、大学における学修を円滑に進めるための

指導や支援を行う。「専門演習」では、個々の学生が卒業論文執筆を通じて、課題解決

に必要なスキルや文書表現・報告能力を修得するための指導を行う。 

４.キャリア教育の充実 

 社会参加や就業に向けた意識の高揚を図るとともに、進路希望実現のための実践的

な能力を育成するため、1年次から段階的にキャリア支援科目を設定する。（知識・技

能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

 社会福祉学部社会福祉学科では、共生社会のシステム構築に寄与する人材を養成す

ること、高齢者や障害者、子ども・家庭等「要支援者」の自立生活に焦点を当て、あら

ゆる支援活動にかかわることができるソーシャルワーカーを養成すること、特別支援・

社会分野の教職において活躍し得る人材を養成することを教育目標とし、以下のよう

な教育課程を編成している。各授業科目の内容、到達目標、評価方法についてはシラ

バスに明示し、授業については授業改善アンケート等を通じ点検・評価を行い、常に

改善を図っている。 

１．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基

本的な知識としても必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得してい

ること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門

科目群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、

個人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につけること

を目標としている。このため、「ソーシャルワークの基盤と専門職」「ソーシャル

ワークの基盤と専門職（専門）」「社会保障Ⅰ」「社会保障Ⅱ」「社会学と社会シ

ステム」「心理学と心理的支援」「児童・家庭福祉」「医学概論」「高齢者福祉」

「障害者福祉」「権利擁護を支える法制度」「貧困に対する支援」「保健医療と福

祉」「社会福祉調査の基礎」「福祉サービスの組織と経営」「刑事司法と福祉」の

16 科目 32 単位を必修科目として履修し、単位を修得すること。また、サブメジャ

ープログラムより 1 講座以上を修了すること。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5 単位を修得

していること。 



  

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

（１）専門科目（基幹科目）にソーシャルワークの基礎となる科目を設定する。（知

識・技能） 

（２）学生が大学の内外で地域の人々とかかわりながら実践的に学ぶ科目を設定する。

（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）地域を基盤とするソーシャルワーカーを養成するため、社会福祉士国家試験受

験資格課程、精神保健福祉士国家試験受験資格課程及びスクール（学校）ソー

シャルワーカー資格課程を設置する。 

（４）保育相談支援に強い保育士を養成するため、保育士養成と社会福祉士養成を行

う子育て支援ソーシャルワーカー課程を設置する。 

（５）特別支援教育の専門性を身に付けた教員を養成するため、特別支援学校教諭一

種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者に関する教育の領域）、中学校教

諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民）の教職課程

を設置する。 

３.少人数教育の基盤となるゼミナールの重視 

 教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の特長を生かして、きめ細かな指導

や支援を行うことのできる少人数教育を実施する。その基盤として、1 年次の「基礎ゼ

ミナールⅠA・ⅠB」及び 2 年次の「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB」、並びに 3 年次の「専

門演習ⅠA・ⅠB」及び 4 年次の「専門演習ⅡA・ⅡB」を位置づけ、大学生としての基

礎的な知識や技能、思考力・判断力・表現力等、主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度の育成を目指す。両科目では、担当教員が、学生一人ひとりの学修・生活・進

路についてきめ細かな指導や支援を行う。「基礎ゼミナール」では、大学における学修

を円滑に進めるための指導や支援を行う。「専門演習」では、個々の学生が卒業論文執

筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキル（問題発見・分析能力の養成・情報文献収

集・調査等）を獲得していくプロセスを支援する。 

４.キャリア教育の充実 

 社会参加や就業に向けた意識の高揚を図るとともに、進路希望実現のための実践的

な能力を育成するため、1 年次から段階的にキャリア支援科目を設定する。（知識・技

能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部デザイン学科】 

 美術学部デザイン学科では、本学の教育理念に基づき専門的な知識や技能の修得の

みならず広い視野と高い倫理意識を身につけた人材を育成することを教育目標とし、

以下のような方針で教育課程を編成している。なお、各授業科目の内容や到達目標に

ついてはシラバス等により明示するとともに、授業方法についてはＦＤ活動（授業評

価等）を通じ点検・評価する。また、成績については授業科目ごとに設けられた評価方

法に基づき厳正に評価する。 

１.履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必

要となる共通教育科目群から 30 単位（うち必修科目 16 単位）以上を修得して

いること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されてい

る専門科目群から 64単位（うち必修科目 42単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた知

識、技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法につい

て考える力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことがで

きることを目標している。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」「平面



  

構成Ⅰ」「平面構成Ⅱ」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「立体構成Ⅰ」「基礎デ

ザインⅠ」「基礎デザインⅡ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」「デザイン概

論Ⅰ」「デザイン概論Ⅱ」「色彩環境論」の 14 科目 28 単位を必修科目として

履修し、単位を修得すること。また、サブメジャープログラムより 1 講座以上

を修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1年次より必修科目として設置されてい

る「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅠB）」の 5単位を修得して

いること。 

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

 1年次では各専攻に関わらず、全員がデッサン、構成、配色などの基本を修得する科

目を設置する。2 年次からは専門的な知識や技能及び思考方法を学ぶことができるよ

うに、多彩な専門科目を設置し、画家、彫刻家、工芸作家、デジタル系デザイナー、プ

ロダクトデザイナー、イラストレーター、漫画家などを育成する科目を設定する。 

 学生に自らの適性や将来の志望をより的確に判断してもらうために、3年次、4年次

と専門ゼミナールに所属し、さらに専門的な知識や技能を学ぶ。また、30単位を上限

として他学科履修も可能にし、学びの幅、学びの深さを身につけることを可能として

いる。 

 さらに、共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養成

するため、中学校教諭一種免許状（美術）、高等学校教諭一種免許状（美術・工芸）の

教職課程を設置する。 

３．少人数教育におけるゼミナールの重視 

 教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の条件を生かして、可能な限り教員

とのマン・ツゥ・マンの教育場面が確保できる少人数教育を実施する。 

 その根幹として「基礎ゼミナール」を位置づけ、地域連携活動など積極的に実施し

て表現能力やコミュニケーション能力の育成を目指している。また、大学生としての

基礎的な知識と基本的な学修能力の修得を目指しながら、基礎ゼミナール担当教員が

クラス担任を兼ね、学生一人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かく指導する。

そのための科目として、1年次に「基礎ゼミナールⅠA・ⅠB」、2年次には「基礎ゼミ

ナールⅡA・ⅡB」を設けている。 

 また、専門知識や技能の修得のため、3年次には「専門研究ⅠA・ⅡB」、4年次には、

「専門研究ⅡA・ⅡB」を設置し、より高度な知識や技能の獲得を目指す。（知識・技

能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

４．キャリア教育の充実 

 社会参加と就業への意識を高め、育成していくためのキャリア科目を、1年次には、

「キャリア支援演習Ⅰ」「キャリア支援演習Ⅱ」を必修科目とし、3年次には、「キャ

リア支援演習Ⅲ」を段階的に履修できるように設置している。また専門科目について

は、各人の目指す職業と関連づけて学習できるようにグラフィックデザインコース、

プロダクトデザインコース、ＷＥＢデザインコース、映像クリエイターコース、絵画

コース、彫刻コース、工芸コース、美術・工芸科教員養成コース、イラストレーション

コース、マンガ・アニメーションコースの 10コースを設定し、コースごとのカリキュ

ラムツリーも示している。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

 美術学部建築学科では、本学の教育理念に基づき専門的な知識や技能の修得のみな

らず広い視野と高い倫理意識を身につけた人材を育成することを教育目標とし、以下

のような方針で教育課程を編成している。なお、各授業科目の内容や到達目標につい

てはシラバス等により明示するとともに、授業方法についてはＦＤ活動（授業評価等）



  

を通じ点検・評価する。また、成績については授業科目ごとに設けられた評価方法に

基づき厳正に評価する。 

１．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通

教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら 64単位（うち必修科目 40単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態度

等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力を

身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを目

標としている。このため、「基本製図」「建築設計製図」「北国の建築と住ま

い」「建築史」「建築システム論」「建築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計

演習Ⅱ」「建築計画Ⅰ」「建築計画Ⅱ」「建築設備Ⅰ」「福祉環境計画論」「建

築構造力学Ⅰ」「建築構造力学Ⅱ」「建築法規Ⅰ」「建築法規Ⅱ」「建築環境Ⅰ」

「鉄筋コンクリート構造」「建築施工」「都市計画」の 20 科目 40 単位を必修

科目として履修し、単位を修得すること。また、サブメジャープログラムより 1

講座以上を修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知

識と基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されて

いる「スタートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習

（Ⅰ・Ⅱ）」の 7単位を修得していること。 

２．体系的な科目の設置 

建築学科では、建築の基礎知識から実務で応用できる専門知識や技能まで体系的に

学ぶ。専門科目群は、建築士や建築施工管理技士の資格を取得するための科目や、「建

築デザイン」と「ものつくり」を中核とした建築を考え出し、表現する科目で構成さ

れ、この分野の専門科目を学ぶことで、専門知識と技能、専門的な思考方法と問題を

見つけ出す力、問題解決能力を育成する。 

１年次では、建築の構造や材料、建築史、製図方法など、建築の基礎知識や技能を修

得する科目を設置する。また、インテリアや建築の表現に取り組む科目も 1 年次から

設置する。2 年次からは専門的な知識や技能及び思考方法を学ぶための専門科目を多

数設置している。 

また、30単位を上限として他学科履修も可能にし、学びの幅、学びの深さを身につ

けることを可能としている。 

さらに、共生社会へ向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養成

するため、高等学校教諭一種免許状（工業）の教職課程を設置する。 

３．少人数教育におけるゼミナールの重視 

 教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の条件を生かして、可能な限り教員

とのマン・ツゥ・マンの教育場面が確保できる少人数教育を実施する。 

 その根幹として「基礎ゼミナール」を位置づけ、表現能力やコミュニケーション能

力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と基本的な学修能力の修得を目指し

ている。さらに基礎ゼミナール担当教員と建築学科の学年担当教員が連携し、学生一

人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かく指導する。そのための科目として、1

年次に「基礎ゼミナールⅠA・ⅠB」、2年次には、「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB」を設け

ている。 

 また、専門知識や技能の修得のため、3年次には「建築研究Ⅰ・Ⅱ」、4年次には、

「建築研究Ⅲ・Ⅳ」を設置し、建築の思考力の育成や、地域連携活動を通じての問題解

決能力の育成を目指している。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 



  

４．キャリア教育の充実 

 社会参加と就業への意識を高め、育成していくためのキャリア科目を、1年次には、

「キャリア支援演習Ⅰ」「キャリア支援演習Ⅱ」を必修科目とし、3年次には、「キャ

リア支援演習Ⅲ」を段階的に履修できるように設置している。また専門科目について

は、各人の目指す職種と関連づけて学修できるように、一級建築士特別養成コース、

建築構造・設計コース、建築生産・施工コース、工業科教員養成コース、インテリア・  

すまいデザインコース、都市デザインコースの 6 コースを設定し、コースごとのカリ

キュラムツリーも示している。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

－2021年度までの入学生版－ 

【星槎道都大学】 

教育課程の授業科目（メジャープログラム）を「共通教育科目（修学基礎教育科目

［修学基礎、キャリア支援、人文社会科学、健康とスポーツ]、外国語基礎教育科目[英

語、その他言語]、情報・数理基礎教育科目[情報リテラシー、数理基礎]、地域共生教

育科目］」と「専門科目（基幹科目、展開科目、専門演習、自由科目）」で構成し、授

業科目(サブメジャープログラム)を「共通教育科目(サブメジャー科目)」と「共通教

育科目及び専門科目の科目の一部」により構成することにより、各科目区分にすべて

の人々が共生する社会の実現に資する人材養成、各資格・免許養成に必要な科目を配

当することでカリキュラムの骨格とする。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科では、21世紀の産業社会で活躍する人材や地域社会の発展に貢献

する人材を育成するために、以下のような方針で教育課程を編成する。なお、各授業

科目の内容や到達目標、評価方法についてはシラバス（授業計画）において明示する

とともに、授業方法については授業改善アンケート等を通じて点検・評価を行い、常

に授業の改善を図っている。 

１．少人数教育の基盤となるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという本学の特徴を生かして、きめ細かな指導

や支援が行える少人数教育を実施する。その基盤として、1年次に「基礎ゼミナール

ⅠA・ⅠB 」、2年次には「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB 」、3年次には「専門演習ⅠA・

ⅠB 」、4年次には「専門演習ⅡA・ⅡB 」を設置し、大学生としての基礎的な知識

や技能、思考力・判断力・表現力等、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度の育成を目指す。両科目では、担当教員が、学生一人ひとりの学修・生活・進路

についてきめ細かな指導や支援を行う。「基礎ゼミナール」では、大学における学

修を円滑に進めるための指導や支援を行う。「専門演習」では、個々の学生が卒業

論文執筆を通じて、課題解決に必要なスキルや文書表現・報告能力を修得するため

の指導を行う。 

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

（１）専門科目に経営に関する基礎となる科目を設定する。（知識・技能）（思考力・

判断力・表現力等） 

（２）専門科目にビジネスやコミュニティにおいて実践力を持った人材を養成するた

めの科目を設定する。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養成する

ため、高等学校教諭一種免許状（商業）の教職課程を設置する。 

（４）専門科目にスポーツ経営に関する基礎となる科目および地域に根ざしたスポー

ツの指導者、障がい者スポーツ指導員、スポーツソーシャルワーカーの養成課

程を設置する。 



  

（５）スポーツマネジメントコースを設置し、スポーツの分野においてインクルーシ

ブ教育に適応できる専門的な教師を養成するため中学校教諭一種免許状（保健

体育）、高等学校教諭一種免許状（保健体育）の教職課程を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加や就業に向けた意識の高揚を図るとともに、進路希望実現のための実践

的な能力を育成するため、１年次から段階的にキャリア支援科目を設定する。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科では、共生社会のシステム構築に寄与する人材を養成す

ること、高齢者や障害者、子ども・家庭等「要支援者」の自立生活に焦点を当て、あら

ゆる支援活動にかかわることができるソーシャルワーカーを養成すること、特別支援・

社会分野の教職において活躍し得る人材を養成することを教育目標とし、以下のよう

な教育課程を編成している。各授業科目の内容、到達目標、評価方法についてはシラ

バスに明示し、授業については授業改善アンケート等を通じ点検・評価を行い、常に

改善を図っている。 

１．少人数教育の基盤となるゼミナールの重視 

 教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の特長を生かして、きめ細かな指

導や支援を行うことのできる少人数教育を実施する。その基盤として、1年次の「基

礎ゼミナールⅠA・ⅠB 」及び 2年次の「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB 」、並びに 3年

次の「専門演習ⅠA・ⅠB 」及び 4年次の「専門演習ⅡA・ⅡB 」を位置づけ、大学

生としての基礎的な知識や技能、思考力・判断力・表現力等、主体性を持って多様

な人々と協働して学ぶ態度の育成を目指す。両科目では、担当教員が、学生一人ひ

とりの学修・生活・進路についてきめ細かな指導や支援を行う。「基礎ゼミナール」

では、大学における学修を円滑に進めるための指導や支援を行う。「専門演習」で

は、個々の学生が卒業論文執筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキル（問題発

見・分析能力の養成・情報文献収集・調査等）を獲得していくプロセスを支援する。 

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

（１）専門科目（基幹科目）にソーシャルワークの基礎となる科目を設定する。（知 

識・技能） 

（２）学生が大学の内外で地域の人々とかかわりながら実践的に学ぶ科目を設定する。

（主体 

性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）地域を基盤とするソーシャルワーカーを養成するため、社会福祉士国家試験受

験資格課程、精神保健福祉士国家試験受験資格課程及びスクール（学校）ソー

シャルワーカー資格課程を設置する。 

（４）保育相談支援に強い保育士を養成するため、保育士養成と社会福祉士養成を行

う子育て支援ソーシャルワーカー課程を設置する。 

（５）特別支援教育の専門性を身に付けた教員を養成するため、特別支援学校教諭一

種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者に関する教育の領域）、中学校教

諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民）の教職課程

を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加や就業に向けた意識の高揚を図るとともに、進路希望実現のための実践

的な能力を育成するため、１年次から段階的にキャリア支援科目を設定する。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 



  

 

【美術学部】 

美術学部では、デザイン学科と建築学科を設置し、本学の教育理念に基づき専門的

な知識や技能の修得のみならず広い視野と高い倫理意識を身につけた人材を育成する

ことを教育目標とし、以下のような方針で教育課程を編成している。なお、各授業科

目の内容や到達目標についてはシラバス等により明示するとともに、授業方法につい

ては FD活動（授業評価等）を通じ点検・評価する。また、成績については授業科目ご

とに設けられた評価方法に基づき厳正に評価する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．少人数教育におけるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の条件を生かして、可能な限り教

員とのマン・ツゥ・マンの教育場面が確保できる少人数教育を実施する。 

その根幹として「基礎ゼミナール」を位置づけ、地域連携活動など積極的に実施

して表現能力やコミュニケーション能力の育成を目指している。また、大学生とし

ての基礎的な知識と基本的な学修能力の修得を目指しながら、基礎ゼミナール担当

教員がクラス担任を兼ね、学生一人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かく

指導する。そのための科目として、１年次に「基礎ゼミナールⅠA・ⅠB 」、２年次

には「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB 」を設けている。 

また、専門知識や技能の修得のため、3年次には「専門研究ⅠA・ⅠB 」、4年次

には、「専門研究ⅡA・ⅡB 」を設置し、より高度な知識や技能の獲得を目指す。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

２．体系的な科目の設置 

1年次では、各専攻に関わらず、全員がデッサン、構成、配色などの基本を修得す

る科目を設置する。2 年次からは専門的な知識や技能及び思考方法を学ぶことがで

きるように、多彩な専門科目を設置し、画家、彫刻家、工芸作家、デジタル系デザ

イナー、プロダクトデザイナー、イラストレーター、漫画家などを育成する科目を

設定する。 

学生に自らの適性や将来の志望をより的確に判断してもらうために、3年次、4年

次と専門ゼミナールに所属し、さらに専門的な知識や技能を学ぶ。また、30 単位を

上限として他学科履修も可能にし、学びの幅、学びの深さを身につけることを可能

としている。 

さらに、共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養

成するため、中学校教諭一種免許状（美術）、高等学校教諭一種免許状（美術・工

芸）の教職課程を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加と就業への意識を高め、育成していくためのキャリア科目を、1 年次に

は、「キャリア支援演習Ⅰ」「キャリア支援演習Ⅱ」を必修科目とし、3年次には、

「キャリア支援演習Ⅲ」を段階的に履修できるように設置している。また専門科目

については、各人の目指す職業と関連づけて学習できるようにグラフィックデザイ

ンコース、プロダクトデザインコース、ＷＥＢデザインコース、映像クリエイター

コース、絵画コース、彫刻コース、工芸コース、美術・工芸科教員養成コース、イ

ラストレーションコース、マンガ・アニメーションコースの 10コースを設定し、コ

ースごとのカリキュラムツリーも示している。（主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

１．少人数教育におけるゼミナールの重視 



  

教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の条件を生かして、可能な限り教

員とのマン・ツゥ・マンの教育場面が確保できる少人数教育を実施する。 

その根幹として「基礎ゼミナール」を位置づけ、表現能力やコミュニケーション

能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と基本的な学修能力の修得を目

指している。さらに基礎ゼミナール担当教員と建築学科の学年担当教員が連携し、

学生一人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かく指導する。そのための科目

として、1年次に「基礎ゼミナール ⅠA・ⅠB」、2年次には「基礎ゼミナールⅡA・

ⅡB」を設けている。 

また、専門知識や技能の修得のため、3年次には「建築研究Ⅰ・Ⅱ」、4年次には、

「建築研究Ⅲ・Ⅳ」を設置し、建築の思考力の育成や、地域連携活動を通しての

問題解決力の育成を目指している。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）

（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．体系的な科目の設置 

建築学科では、建築の基礎知識から実務で応用できる専門知識や技能まで体系的

に学ぶ。専門科目群は、建築士や建築施工管理技士の資格を取得するための科目や、

「建築デザイン」と「ものつくり」を中核とした建築を考え出し、表現する科目で

構成され、この分野の専門科目を学ぶことで、専門知識と技能、専門的な思考方法

と問題を見つけ出す力、問題解決能力を育成する。 

1年次では、建築の構造や材料、建築史、製図方法など、建築の基礎知識や技能を

修得する科目を設置する。また、インテリアや建築の表現に取り組む科目も 1 年次

から設置する。2 年次からは専門的な知識や技能及び思考方法を学ぶための専門科

目を多数設置している。 

また、30単位を上限として他学科履修も可能にし、学びの幅、学びの深さを身につ

けることを可能としている。 

さらに、共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養

成するため、高等学校教諭一種免許状（工業）の教職課程を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加と就業への意識を高め、育成していくためのキャリア科目を、1 年次に

は、「キャリア支援演習Ⅰ」「キャリア支援演習Ⅱ」を必修科目とし、3年次には、

「キャリア支援演習Ⅲ」を段階的に履修できるように設置している。また専門科目

については、各人の目指す職種と関連づけて学修できるように、一級建築士特別養

成コース、建築構造・設計コース、建築生産・施工コース、工業科教員養成コース、

インテリア・すまいデザインコース、都市デザインコースの 6 コースを設定し、コ

ースごとのカリキュラムツリーも示している。（主体性を持って多様な人々と協働

して学ぶ態度） 

 

 

－2020年度までの入学生版－ 

【星槎道都大学】 

教育課程を「共通教育科目（人間と文化、社会と歴史、自然と環境、情報リテラシ

ー、外国語、健康とスポーツ、基礎演習、キャリア支援、地域共生）」、「専門科目（基

幹科目、展開科目、専門演習、自由科目）」で構成し、各科目区分にすべての人々が共

生する社会の実現に資する人材養成、各資格・免許養成に必要な科目を配当すること

でカリキュラムの骨格とする。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科では、21世紀の産業社会で活躍する人材や地域社会の発展に貢献

する人材を育成するために、以下のような方針で教育課程を編成する。なお、各授業

科目の内容や到達目標、評価方法についてはシラバス（授業計画）において明示する



  

とともに、授業方法については授業改善アンケート等を通じて点検・評価を行い、常

に授業の改善を図っている。 

１．少人数教育の基盤となるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという本学の特徴を生かして、きめ細かな指導

や支援が行える少人数教育を実施する。その基盤として、1年次に「基礎ゼミナール

ⅠA・ⅠB 」、2年次には「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB」、3年次には「専門演習ⅠA・

ⅠB 」、4年次には「専門 演習ⅡA・ⅡB」を設置し、大学生としての基礎的な知識

や技能、思考力・判断力・表現力等、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度の育成を目指す。両科目では、担当教員が、学生一人ひとりの学修・生活・進路

についてきめ細かな指導や支援を行う。「基礎ゼミナール」では、大学における学

修を円滑に進めるための指導や支援を行う。「専門演習」では、個々の学生が卒業

論文執筆を通じて、課題解決に必要なスキルや文書表現・報告能力を修得するため

の指導を行う。 

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

（１）専門科目に経営に関する基礎となる科目を設定する。（知識・技能）（思考力・

判断力・表現力等） 

（２）専門科目にビジネスやコミュニティにおいて実践力を持った人材を養成するた

めの科目を設定する。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養成する

ため、高等学校教諭一種免許状（商業）の教職課程を設置する。 

（４）専門科目にスポーツ経営に関する基礎となる科目および地域に根ざしたスポー

ツの指導者、障がい者スポーツ指導員、スポーツソーシャルワーカーの養成課

程を設置する。 

（５）スポーツマネジメントコースを設置し、スポーツの分野においてインクルーシ

ブ教育に適応できる専門的な教師を養成するため中学校教諭一種免許状（保健

体育）、高等学校教諭一種免許状（保健体育）の教職課程を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加や就業に向けた意識の高揚を図るとともに、進路希望実現のための実践

的な能力を育成するため、１年次から段階的にキャリア支援科目を設定する。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科では、共生社会のシステム構築に寄与する人材を養成す

ること、高齢者や障害者、子ども・家庭等「要支援者」の自立生活に焦点を当て、あら

ゆる支援活動にかかわることができるソーシャルワーカーを養成すること、特別支援・

社会分野の教職において活躍し得る人材を養成することを教育目標とし、以下のよう

な教育課程を編成している。各授業科目の内容、到達目標、評価方法についてはシラ

バスに明示し、授業については授業改善アンケート等を通じ点検・評価を行い、常に

改善を図っている。 

１．少人数教育の基盤となるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の特長を生かして、きめ細かな指

導や支援を行うことのできる少人数教育を実施する。その基盤として、1年次の「基

礎ゼミナールⅠA・ⅠB 」及び 2年次の「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB」、並びに 3年次

の「専門演習ⅠA・ⅠB 」及び 4年次の「専門演習ⅡA・ⅡB」を位置づけ、大学生と

しての基礎的な知識や技能、思考力・判断力・表現力等、主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度の育成を目指す。両科目では、担当教員が、学生一人ひとりの



  

学修・生活・進路についてきめ細かな指導や支援を行う。「基礎ゼミナール」では、

大学における学修を円滑に進めるための指導や支援を行う。「専門演習」では、個々

の学生が卒業論文執筆を通じて、社会福祉学研究に必要なスキル（問題発見・分析

能力の養成・情報文献収集・調査等）を獲得していくプロセスを支援する。 

２．共生社会の実現に寄与する人材育成のための科目群の設定及び各種資格・免許課

程の設置 

（１）専門科目（基幹科目）にソーシャルワークの基礎となる科目を設定する。（知

識・技能） 

（２）学生が大学の内外で地域の人々とかかわりながら実践的に学ぶ科目を設定する。

（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）地域を基盤とするソーシャルワーカーを養成するため、社会福祉士国家試験受

験資格課程、精神保健福祉士国家試験受験資格課程及びスクール（学校）ソー

シャルワーカー資格課程を設置する。 

（４）保育相談支援に強い保育士を養成するため、保育士養成と社会福祉士養成を行

う子育て支援ソーシャルワーカー課程を設置する。 

（５）特別支援教育の専門性を身に付けた教員を養成するため、特別支援学校教諭一

種免許状（知的障害者・肢体不自由者・病弱者に関する教育の領域）、中学校教

諭一種免許状（社会）、高等学校教諭一種免許状（地理歴史・公民）の教職課程

を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加や就業に向けた意識の高揚を図るとともに、進路希望実現のための実践

的な能力を育成するため、１年次から段階的にキャリア支援科目を設定する。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

 

【美術学部】 

美術学部では、デザイン学科と建築学科を設置し、本学の教育理念に基づき専門的

な知識や技能の修得のみならず広い視野と高い倫理意識を身につけた人材を育成する

ことを教育目標とし、以下のような方針で教育課程を編成している。なお、各授業科

目の内容や到達目標についてはシラバス等により明示するとともに、授業方法につい

ては FD活動（授業評価等）を通じ点検・評価する。また、成績については授業科目ご

とに設けられた評価方法に基づき厳正に評価する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．少人数教育におけるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の条件を生かして、可能な限り教

員とのマン・ツゥ・マンの教育場面が確保できる少人数教育を実施する。 

その根幹として「基礎ゼミナール」を位置づけ、地域連携活動など積極的に実施

して表現能力やコミュニケーション能力の育成を目指している。また、大学生とし

ての基礎的な知識と基本的な学修能力の修得を目指しながら、基礎ゼミナール担当

教員がクラス担任を兼ね、学生一人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かく

指導する。そのための科目として、１年次に「基礎ゼミナールⅠA・ⅠB」、２年次

には「基礎ゼミナールⅡA・ⅡB」を設けている。 

また、専門知識や技能の修得のため、3年次には「専門研究ⅠA・ⅠB 」、4年次

には、「専門研究ⅡA・ⅡB」を設置し、より高度な知識や技能の獲得を目指す。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

２．体系的な科目の設置 

1年次では、各専攻に関わらず、全員がデッサン、構成、配色などの基本を修得す



  

る科目を設置する。2 年次からは専門的な知識や技能及び思考方法を学ぶことがで

きるように、多彩な専門科目を設置し、画家、彫刻家、工芸作家、デジタル系デザ

イナー、プロダクトデザイナー、イラストレーター、漫画家などを育成する科目を

設定する。 

学生に自らの適性や将来の志望をより的確に判断してもらうために、3年次、4年

次と専門ゼミナールに所属し、さらに専門的な知識や技能を学ぶ。また、30 単位を

上限として他学科履修も可能にし、学びの幅、学びの深さを身につけることを可能

としている。 

さらに、共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養

成するため、中学校教諭一種免許状（美術）、高等学校教諭一種免許状（美術・工

芸）の教職課程を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加と就業への意識を高め、育成していくためのキャリア科目を、1 年次に

は、「キャリア支援演習Ⅰ（職業能力開発支援）」「キャリア支援演習Ⅱ（職業理

解支援）」を必修科目とし、3年次には、「キャリア支援演習Ⅲ（資格取得・コンク

ール等支援）」「キャリア支援演習Ⅳ（就活等支援）」、4年次には、「キャリア支

援演習Ⅴ（その他支援）」を段階的に履修できるように設置している。また専門科

目については、各人の目指す職業と関連づけて学習できるように企画創造デザイン

コース、CG デザインコース、映像デザインコース、WEB デザインコース、絵画コー

ス、彫刻コース、工芸コース、美術・工芸科教員養成コース、イラストレーション

コース、マンガ・アニメーションコースの 10コースを設定し、コースごとのカリキ

ュラムツリーも示している。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

１．少人数教育におけるゼミナールの重視 

教員一人当たりの学生数が少ないという、本学の条件を生かして、可能な限り教

員とのマン・ツゥ・マンの教育場面が確保できる少人数教育を実施する。 

その根幹として「基礎ゼミナール」を位置づけ、表現能力やコミュニケーション

能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と基本的な学修能力の修得を目

指している。さらに基礎ゼミナール担当教員と建築学科の学年担当教員が連携し、

学生一人ひとりの学修・生活・進路についてきめ細かく指導する。そのための科目

として、1 年次に「基礎ゼミナールⅠA・ⅠB」、2 年次には「基礎ゼミナールⅡA・

ⅡB」を設けている。 

また、専門知識や技能の修得のため、3年次には「建築研究Ⅰ・Ⅱ」、4年次には、

「建築研究Ⅲ・Ⅳ」を設置し、建築の思考力の育成や、地域連携活動を通しての問

題解決力の育成を目指している。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．体系的な科目の設置 

建築学科では、建築の基礎知識から実務で応用できる専門知識や技能まで体系的

に学ぶ。専門科目群は、建築士や建築施工管理技士の資格を取得するための科目や、

「建築デザイン」と「ものつくり」を中核とした建築を考え出し、表現する科目で

構成され、この分野の専門科目を学ぶことで、専門知識と技能、専門的な思考方法

と問題を見つけ出す力、問題解決能力を育成する。 

1年次では、建築の構造や材料、建築史、製図方法など、建築の基礎知識や技能を

修得する科目を設置する。また、インテリアや建築の表現に取り組む科目も 1 年次

から設置する。2 年次からは専門的な知識や技能及び思考方法を学ぶための専門科

目を多数設置している。 

また、30単位を上限として他学科履修も可能にし、学びの幅、学びの深さを身に

つけることを可能としている。 



  

さらに、共生社会に向けて、インクルーシブ教育に適応できる専門的な教師を養

成するため、高等学校教諭一種免許状（工業）の教職課程を設置する。 

３．キャリア教育の充実 

社会参加と就業への意識を高め、育成していくためのキャリア科目を、1 年次に

は、「キャリア支援演習Ⅰ（職業能力開発支援）」「キャリア支援演習Ⅱ（職業理

解支援）」を必修科目とし、3年次には、「キャリア支援演習Ⅲ（資格取得・コンク

ール等支援）」「キャリア支援演習Ⅳ（就活等支援）」、4年次には、「キャリア支

援演習Ⅴ（その他支援）」を段階的に履修できるように設置している。また専門科

目については、各人の目指す職種と関連づけて学修できるように、建築技術者養成

コース、すまいデザインコース、まちづくりデザインコース、工業科教員養成コー

スの 4 コースを設定し、コースごとのカリキュラムツリーも示している。（主体性

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

 

【教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）】 

平成２２年４月１日制定 

平成２５年５月２７日 一部改訂 

平成３０年４月１日 改訂 

令和２年４月１日 改訂 

令和３年４月 1日 一部改訂 

令和４年４月１日 改訂 

入学者の受入れに関する方針（公表方法：ホームページ及び学生便覧、入学試験実施

要項に掲載） 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2021/09/af520fc95e7e863f442b765d91e6bcb

7.pdf 

（概要） 

 

〖入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）〗 

【星槎道都大学】 

星槎道都大学は、建学の精神や星槎の三つの約束に共感し、各学部・学科の専門的知識

や技術の修得はもとより、その専門知を生かして狭い専門領域を超えて統合し、共生社会

の創造に貢献したいという意欲を持った人を求めている。 

 

【経営学部経営学科】 

１．教育目標 

本学の建学の精神、教育の理念及び目的・使命に照らして経営学部経営学科は、次の

教育目標を掲げる。 

（１）経営の専門知識・技能と幅広い教養を修得して、マネジメントやスポーツの分野に

おけるさまざまな課題の抽出・解決に意欲的に取り組める人材を育成する。（知識・

技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（２）社会と積極的に関わり、さまざまな情報を活用しながら、社会的問題に対してしっ

かりと粘り強く取り組める人材を養成する。（知識・技能）（主体性を持って多様

な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）産業社会のみならず、学術・文化・スポーツなどのさまざまな事象に関心を持ち、

共生社会の創造に向けて多様な人々と協働できる人材を養成する。（主体性を持っ

て多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．求める学生像 

この教育目標に照らして経営学部経営学科が求める学生像は次の通りである。 

（１）マネジメント分野において、最適なバランスを考えながら問題解決に取り組む意欲

を持っている人。 



  

（２）スポーツ分野において、現状分析をベースに本学部での学修成果を実践に生かす前

向きな姿勢を持っている人。 

（３）あらゆる事象に関心を持ち、情報を集め行動に生かす、柔軟な姿勢を持っている人。 

（４）学術・文化・スポーツなどの分野において優秀な成績を有し、その能力を経営・教

育・スポーツなどの分野で活かすことを考えている人。 

３．高校時代に身につけておくことが望ましいこと 

高校での学びや社会とのかかわりを通して次のような知識や能力、態度を身につけて

おくことが望ましい。 

（１）資料を読み解き、自分自身の考えを適切に表現するための基礎的国語力を身につけ

ておくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（２）組織や社会が抱える課題を解決するための基礎となる公民や商業、地理歴史の知識

を身につけておくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（３）実社会において有用なコミュニケーション能力として基礎的な英語力を身につけて

おくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度） 

（４）部活動等を通じてスポーツマンシップや他者と協同する姿勢を身につけておくこと。

（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）ボランティア等の課外活動を通じて社会と積極的に関わろうとする姿勢を身につけ

ておくこと。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

１．教育目標 

本学の建学の精神、教育の理念及び目的・使命に照らして社会福祉学部社会福祉学科

は、次の教育目標を掲げる。 

（１）高齢者や障害者、子ども・家庭等「要支援者」の自立生活に焦点を当て、共生社会

を意図して、あらゆる支援活動にかかわることができるソーシャルワーカーを養成

する。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と

協働して学ぶ態度） 

（２）子どもの保育や親の子育て、子どもへの地域の関わりに焦点を当て、子どもに関わ

るあらゆる支援活動に対応することができる保育士・子育て支援ソーシャルワーカ

ーを養成する。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様

な人々と協働して学ぶ態度） 

（３）子どもを取り巻く環境の変化や多様化する子どもへの対応に焦点を当て、特別支援

教育の専門性を身に付け、共生社会の実現に寄与することができる教員を養成する。

（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等）（主体性を持って多様な人々と協働し

て学ぶ態度） 

２．求める学生像 

この教育目標に照らして社会福祉学部社会福祉学科が求める学生像は次の通りである。 

（１）支援を要する人々が抱える諸問題や、コミュニティの在り方に興味・関心を持って

いる人。 

（２）支援を要する人々に関わり、コミュニケーションを通して問題解決に取り組む意欲

を持っている人。 

（３）社会貢献活動などを通して広く評価を得ている人。 

（４）学術・文化・スポーツなどの分野において優秀な成績を有し、その能力を福祉・教

育・ 行政などの分野で活かそうと思っている人。 

３．高校時代に身につけておくことが望ましいこと 

高校での学びや社会とのかかわりを通して次のような知識や能力、態度を身につけて

おくことが望ましい。 

（１）言語活動を通して、国語で的確に理解し効果的に表現する資質・能力を身につけて

おくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（２）英語による聞くこと、読むこと、話すこと、書くことの言語活動及びこれらを結び



  

付けた統合的な言活動を通して、情報や考えなどを的確に理解したり伝えあったり

するコミュニケーションを図る資質・能力を身につけておくこと。（知識・技能）

（思考力・判断力・表現力等） 

（３）地理歴史科あるいは公民科の分野の学習を通して、広い視野に立ち、グローバル化

する国際社会に主体的に生きる平和で民主的な国家および社会の有為な形成者に必

要な資質・能力を身につけておくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力

等） 

（４）学校や地域社会における様々な集団活動に自主的、実践的に取り組むことを通して、

互いのよさや可能性を発揮しながら集団や自己の生活上の課題を解決する資質・能

力を身につけておくこと。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）横断的・総合的な学習を行うことを通して、自己の在り方生き方を考えながら、よ

りよく課題を発見し解決していくための資質・能力を身につけておくこと。（思考

力・判断力・表現力等） 

 

【美術学部デザイン学科】 

本学の建学の精神、教育の理念及び目的・使命に照らして美術学部デザイン学科は、次

の教育目標を掲げる。 

１．教育目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のため、

人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を身につけ

た人材を育成する。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働かせ、

直面する課題解決のための判断力を身に付けた人材を育成する。（思考力・判断力・

表現力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主体的

に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達成に積極

的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけた人材を育成する。（主

体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．求める学生像 

この教育目標に照らして美術学部デザイン学科が求める学生像は次の通りである。 

（１）美術・デザインに関する専門的な知識や技能、及び幅広い教養を身につけようとす

る意欲のある人。 

（２）対話、表現能力及び論理的かつ創造的思考力を働かせ、課題解決する判断力を身に

つけようとする意欲のある人。 

（３）コミュニケーション能力を高め、地域や国内外で積極的に関わっていく意欲のある

人。 

３．高校時代に身につけておくことが望ましいこと＞ 

本学で学び研究するための基礎として、高校で履修した科目等を通して、次のような

知識や能力をしっかりと身につけておくことを望む。 

（１）国語 

文章の読解力及び自分自身の考えを適切に表現できる文章力を身につけておくこ

と。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（２）数学 

基礎的な数式やグラフを理解し、数学の基礎的な知識を身につけておくこと。（知

識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（３）英語 

グローバル社会でのコミュニケーションツールとして、基礎的な英語力を身につけ

ておくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（４）公民、地理歴史または商業 

社会の仕組みと変化に関する基礎的な知識を身につけておくこと。（知識・技能）

（思考力・判断力・表現力等） 



  

（５）芸術 

芸術文化を通して、地域や社会と積極的に関わっていく姿勢を身につけておくこ

と。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

１．教育目標 

本学の建学の精神、教育の理念及び目的・使命に照らして美術学部建築学科は、次の

教育目標を掲げる。 

（１）建築学に関する専門知識や技能を基礎として、幅広い教養を身につけ、共生社会の

実現ならびに貢献できる人材を育成する。（知識・技能） 

（２）人と建築をとりまく環境に進んで関心を持ち、建築の表現を追求する能力を身につ

けた人材を育成する。（思考力・判断力・表現力等） 

（３）「建築デザイン」と「ものつくり」を通して、主体的にさまざまな人と円滑なコミ

ュニケーションができる人材を育成する。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

２．求める学生像 

この教育目標に照らして美術学部建築学科が求める学生像は次の通りである。 

（１）建築とデザイン、そしてそれをとりまく環境に常に好奇心を持ち、自ら学び、行動

することができる人。 

（２）柔軟で多面的な思考を持ち、広い視野を持っている人。 

（３）「ものつくり」を通して社会に貢献しようとする高い志と使命感を有する人。 

３．高校時代に身につけておくことが望ましいこと 

本学で学ぶための基礎として、高校で履修した科目等を通して、次のような知識や能

力をしっかりと身につけておくことを望む。 

（１）国語 

文章の読解力及び自分自身の考えを適切に表現できる文章力を身につけておくこ

と。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（２）数学 

基本となる数式やグラフ・図形を理解し、数学の基礎的な考え方を身につけておく

こと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（３）英語 

グローバル社会でのコミュニケーションツールとして、基礎的な英語力を身につけ

ておくこと。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（４）公民、地理歴史または商業 

社会の仕組みとその変化に関する基礎的な知識を身につけておくこと。（知識・技

能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）芸術 

自国の文化や伝統を理解し、地域や社会と積極的に関わっていく姿勢を身につけて

おくこと。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

 

 

②教育研究上の基本組織に関すること 
公表方法：ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/f8f71bc4719189beab0cc6033ae9f43

0.pdf 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/06/e432ec8112c865ad20bc9e0fed9cdcd

c.pdf 

 

 



  

③教員組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に関すること 

a.教員数（本務者） 

学部等の組織の名称 
学長・ 

副学長 
教授 准教授 講師 助教 

助手 

その他 
計 

－ 2 人 － 2 人 

経営学部 － 12 人 5 人 6 人 3 人 0 人 26 人 

社会福祉学部 － 12 人 7 人 5 人 0 人 0 人 24 人 

美術学部 － 10 人 7 人 2 人 1 人 0 人 20 人 

b.教員数（兼務者） 

学長・副学長 学長・副学長以外の教員 計 

 

0 人 56 人 56 人 

各教員の有する学位及び業績 
（教員データベース等） 

公表方法：ホームページ掲載 

（経営学科） 

https://www.seisadohto.ac.jp/admission/faculty/management/tea

cher/ 

（社会福祉学科） 

https://www.seisadohto.ac.jp/admission/faculty/social-

welfare/teacher/ 

（デザイン学科） 

https://www.seisadohto.ac.jp/admission/faculty/design/teacher

/ 

（建築学科） 

https://www.seisadohto.ac.jp/admission/faculty/architecture/t

eacher/ 

c.ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の状況（任意記載事項） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

④入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者の数並びに

進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関すること 

 
a.入学者の数、収容定員、在学する学生の数等 

学部等名 
入学定員 

（a） 

入学者数 

（b） 

b/a 収容定員 

（c） 

在学生数 

（d） 

d/c 編入学 

定員 

編入学 

者数 

経営学部 120 人 119 人 99.2％ 480 人 465 人 96.9％ 人 6 人 

社会福祉学部 60 人 55 人 91.7％ 240 人 209 人 87.1％ 人 2 人 

美術学部 80 人 101 人 126.3％ 320 人 360 人 112.5％ 人 6 人 

合計 260 人 275 人 105.8％ 1040 人 1034 人 99.4％ 人 14 人 

（備考） 

 

b.卒業者数、進学者数、就職者数 

学部等名 

 

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

経営学部 
84 人 

（100％） 

0 人 

（  0％） 

71 人 

（84.5％） 

13 人 

（15.5％） 

社会福祉学部 
36 人 

（100％） 

0 人 

（  0％） 

32 人 

（88.9％） 

4 人 

（11.1％） 

美術学部 
58 人 

（100％） 

1 人 

（ 1.7％） 

44 人 

（75.9％） 

13 人 

（22.4％） 

合計 
178 人 

（100％） 

1 人 

（ 0.1％） 

147 人 

（82.6％） 

30 人 

（16.9％） 

（主な進学先・就職先）（任意記載事項） 

（備考） 

 

 

c.修業年限期間内に卒業する学生の割合、留年者数、中途退学者数（任意記載事項） 

学部等名 

 

入学者数 
修業年限期間内 

卒業者数 
留年者数 中途退学者数 その他 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

合計 
人 

（100％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

人 

（  ％） 

（備考） 

 

 

 

 

 



  

⑤授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画に関すること 
（概要）シラバスを作成しポータルサイト及び本学ホームページに掲載している。 

 

〖教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）〗 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/04125f17e8cdf5854739ff0e694e17b8.pdf 

 

〖授業科目（学則別表 1）〗 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2021/09/d7566679aa9e3820514af0ed824156061.pdf 

 

【授業計画（シラバス）2022 年度前期】 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/ee3b79dba22e4084567d5f541dc4c756.pdf 

 

【授業計画（シラバス）2022 年度後期】 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/3c1a3e17e0114528caec69c2d5614b76.pdf 

 

【授業計画（シラバス）2022 年度通年】 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/7b24d9e954b7d991303c377159a6a4d6.pdf 

 

〖学年暦（年間スケジュール）〗 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/35ce7361ee3f037a35c530057da03f70.pdf 

 

 

 

⑥学修の成果に係る評価及び卒業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 
（概要） 

 

本学においては、それぞれの学科が設定した力を身につけるとともに、所定の単位を修め、

本学学則に定める卒業用件を満たした者に、学士の学位を授与している。 

 授与する学位およびディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）は以下の通りである。 

社会福祉学部社会福祉学科 学士（社会福祉学） 

美術学部デザイン学科 学士（デザイン学） 

美術学部建築学科 学士（建築学） 

経営学部経営学科 学士（経営学） 

 

〖卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）〗 

本学では、以下のとおり各学部・学科の特色に応じた「ディプロマ・ポリシー（学位授

与の方針）」に基づき、卒業の認定に関する方針を定め、学生及び教職員、そして学外に

対しても広く周知することが可能であるインターネットを駆使して、本学のホームページ

にて公表している。 

 

－2022年度以降入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学士」

の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身についていること

を保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこれら

を実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 



  

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現するとと

もに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働することができる

態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定める

科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む 124 単位

以上、通算ＧＰＡが 1.2以上を満たした者に「学士（経営学）」の学位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を修得し、それらを関

連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識や技能のみならず幅

広い教養を身に着けている。（知識・技能） 

（３）企業等組織、社会および地域が抱える課題を経営学の視点から発見・分析し、経営

のプロフェッショナルとして、それらの解決策を構築し提案できる。（思考力・判

断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップとコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて、様々な人々と協働し

地域社会の発展に貢献するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程

が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124 単位以上、通算ＧＰＡが 1.2 以上を満たした者に「学士（社会福祉学）」の学位を授

与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、ソーシャルワークに関する知識や技能を修得し、

それらを関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、ソーシャルワークの専門的な知識や 

技能のみならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が抱える課題を社会福祉学の視点から発見・分析し、社会福祉の専門職

として、それらの解決策を構築し提案できる。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップとコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

（５）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度や生涯学び続けるための意欲と

学習する習慣を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部デザイン学科】 

美術学部デザイン学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、それぞれの教

育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目

を含む 124 単位以上、通算ＧＰＡが 1.2 以上を満たした者に「学士（デザイン学）」の学

位を授与する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、美術やデザインに関する知識や技能を修得し、

それらを関連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、美術やデザインの専門的な知識や技能の

みならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 



  

（３）社会や地域が直面する社会的・文化的課題を美術学やデザイン学の視点から発見・

分析し、アーティストやデザイナーとして、それらの解決策となる美術・デザイン

の教育活動やプログラムを構築し提案できる。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップとコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

（５）美術やデザイン作品の制作・研究について高い意欲と幅広い関心を持ち、社会の中

で自らの課題に主体的に取り組む態度が身についている。（主体性を持って多様な

人々と協働して学ぶ態度） 

 

【美術学部建築学科】 

美術学部建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、それぞれの教育課

程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含

む 124 単位以上、通算ＧＰＡが 1.2 以上を満たした者に「学士（建築学）」の学位を授与

する。 

（１）社会の要請に応えうる人材として、建築に関する知識や技能を修得し、それらを関

連づけて体系的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、建築学に関する専門的な知識や技能のみ

ならず幅広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（３）社会や地域が直面する社会的・文化的課題を建築学の視点から発見・分析し、建築

のプロフェッショナルとして、それらの解決策を構築し提案できる。（思考力・判

断力・表現力等） 

（４）社会・地域・所属する組織における目的の実現に向け、必要なリーダーシップとコ

ミュニケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して

学ぶ態度） 

（５）「建築デザイン」と「ものつくり」について高い意欲と幅広い関心を持ち、社会の

中で自らの課題に主体的に取り組む態度が身についている。（主体性を持って多様

な人々と協働して学ぶ態度） 

 

－2021年度入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学士」

の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身についていること

を保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこれら

を実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現するとと

もに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働することができる

態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定める

科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む 124 単位

以上、通算 GPAが 1.2 以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を獲得し、社会の現実



  

に即応できるよう、基礎から応用までを俯瞰的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識のみならず幅広い教

養を体得している。（知識・技能） 

（３）企業等の組織および社会が抱える課題を経営学の視点から分析し、解決策を構築す

る能力を身につけている。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）所属する組織の目的実現に必要なリーダーシップとコミュニケーション能力を身に

つけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて地域社会の発展に貢献

するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的かつ効

率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得し

ていること。 

（２）経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら必修科目を含めて 64 単位以上を修得していること。経営にかかわるさまざまな

領域で問題解決に取り組むために、全専攻・コースを対象に必修科目として、「経

営学総論」「経営組織論」「コミュニケーション論」「簿記論」「マーケティング

論」「財務会計論」「商法」「経営管理論」の 8科目 16単位を履修し、単位を修得

すること。 

また、スポーツマネジメントコースを除く各コースは、上記の 8科目に加えて、

「中小企業論」「経済学概論」「経営情報論」「経営戦略論」「経営分析論」「人的

資源管理論」の全 14 科目 28 単位、スポーツマネジメントコースは、上記の 8 科目

に加えて、「スポーツマネジメント論」「スポーツ社会学」「スポーツ経営管理論」

「スポーツ文化論」「スポーツビジネス論」の全 13 科目 26 単位を必修科目として

修得すること。さらに、サブメジャープログラムより１講座以上を修了すること。 

（３）コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、論理

的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、修学基礎科目 5 単位と専

門演習 8単位を修得すること。 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程

が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）ソーシャルワークの基礎知識や基本技能を修得し、それらを関連づけて体系的に理

解していること。（知識・技能） 

（２）共生社会の創造のため、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語、健康など

に関する幅広い教養を身につけていること。（知識・技能） 

（３）コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報リテラシー及び知識や情

報を複眼的・論理的に分析し表現できる能力を身につけていること。（思考力・判

断力・表現力等） 

（４）現代社会や地域が抱える課題に気付き、それらの解決に果敢に立ち向かう能力を身

につけていること。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）生涯学び続けるための意欲と学習する習慣を身につけていること。（主体性を って

多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（６）自らを律し、他者と協調・協働して行動ができること。（主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度） 

（７）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度を身につけていること。（主体



  

性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基本的

な知識としても必要となる共通教育科目群から 30単位以上を修得していること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目

群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、個

人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につけることを目

標としている。このため、「ソーシャルワークの基盤と専門職」「ソーシャルワー

クの基盤と専門職（専門）」「社会保障Ⅰ」「社会保障Ⅱ」「社会学と社会システ

ム」「心理学と心理的支援」「児童・家庭福祉」「医学概論」「高齢者福祉」「障

害者福祉」「権利擁護を支える法制度」「貧困に対する支援」「保健医療と福祉」

「社会福祉調査の基礎」「福祉サービスの組織と経営」「刑事司法と福祉」の 16科

目 32単位を必修科目として履修し、単位を修得すること。また、サブメジャープロ

グラムより１講座以上を修了すること。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と

基本的な学修能力の修得を目指し、１年次より必修科目として設置されている「ス

タートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5単位を修得していること。 

 

【美術学部】 

 美術学部デザイン学科及び建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、

それぞれの教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定めら

れた授業科目を含む 124 単位以上、通算 GPA が 1.2 以上を満たした者に「学士」の学

位を授与する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．学修目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のため、

人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を身につけ

ていること。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働かせ、

直面する課題解決のための判断力を身につけていること。（思考力・判断力・表現

力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主体的

に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達成に積極

的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけていること。（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必要と

なる共通教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専

門科目群から 64 単位（うち必修科目 42単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、

技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考え

る力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを

目標としている。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」「平面構成Ⅰ」「平

面構成Ⅱ」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「立体構成Ⅰ」「基礎デザインⅠ」「基

礎デザインⅡ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」「デザイン概論Ⅰ」「デザイン



  

概論Ⅱ」「色彩環境論」の 14科目 28単位を必修科目として履修し、単位を修得す

ること。また、サブメジャープログラムより１講座以上を修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と

基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されている「ス

タートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」の 5単位を修得していること。 

 

【美術学部建築学科】 

１．学修目標 

（１）次代の可能性を切り開き共生社会の実現ならびに貢献できる人材として、建築学に

関する専門知識や技能を基礎に、自国の文化や社会環境、地域共生などに関する幅

広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（２）建築のプロフェッショナルとして、技術者倫理を基礎に企画力・提案力・分析力・

表現力など、広く社会に通用する人間力を身につけている。（思考力・判断力・表

現力等） 

（３）地域や共生社会に関する様々な問題に関心を持ち、「建築デザイン」と「ものつく

り」を通して、さまざまな人と協働して問題解決に真摯に向き合う態度とコミュニ

ケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通教育

科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群から 64

単位（うち必修科目 40単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態度等

を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力を身につ

け、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを目標としてい

る。このため、「基本製図」「建築設計製図」「北国の建築と住まい」「建築史」

「建築システム論」「建築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計演習Ⅱ」「建築計

画Ⅰ」「建築計画Ⅱ」「建築設備Ⅰ」「福祉環境計画論」「建築構造力学Ⅰ」「建

築構造力学Ⅱ」「建築法規Ⅰ」「建築法規Ⅱ」「建築環境Ⅰ」「鉄筋コンクリート

構造」「建築施工」「都市計画」の 20科目 40単位を必修科目として履修し、単位

を修得すること。また、サブメジャープログラムより１講座以上を修了すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と

基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されている「ス

タートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習（Ⅰ・Ⅱ）」

の 7単位を修得していること。 

 

－2020年度までの入学生版－ 

【星槎道都大学】 

学部の教育課程が定める授業科目を履修し、基準となる単位数を修得した学生に「学士」

の学位を授与する。これによって、以下の能力、知識および態度等が身についていること

を保証する。 

１．すべての人々が共生する社会の実現に資する意志や態度。 

２．すべての人々が共生する社会の基盤となる専門分野における知識、技能およびこれら

を実践的に活用する能力。 

３．すべての人々が共生する社会で必要となる教養。 

４．課題探求能力をもって自ら問題を発見し、論理的に思考し、解決に導く態度。 

５．身のまわりや地域にある様々な問題に関心を持ち、自己の意見を的確に表現するとと



  

もに、自らの責任を自覚し、問題解決のためにすべての人々と協働することができる

態度。 

 

【経営学部経営学科】 

経営学部経営学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程が定める

科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む 124 単位

以上、通算 GPAが 1.2 以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）社会の要請に応えうる人材として、経営に関する知識や技能を獲得し、社会の現実

に即応できるよう、基礎から応用までを俯瞰的に理解している。（知識・技能） 

（２）共生社会の実現に寄与できる人材として、経営の専門的な知識のみならず幅広い教

養を体得している。（知識・技能） 

（３）企業等の組織および社会が抱える課題を経営学の視点から分析し、解決策を構築す

る能力を身につけている。（思考力・判断力・表現力等） 

（４）所属する組織の目的実現に必要なリーダーシップとコミュニケーション能力を身に

つけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（５）スポーツや地域のイベント、ボランティア活動などを通じて地域社会の発展に貢献

するためのマネジメント能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協

働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）経営学の専門的な知識・技能を学ぶために必要な基本的知識となり、論理的かつ効

率的に分析・表現するために必要となる共通教育科目群から 30 単位以上を修得し

ていること。 

（２）経営学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目群か

ら必修科目を含めて 64 単位以上を修得していること。経営にかかわるさまざまな

領域で問題解決に取り組むために、必修科目として、「経営学総論」「簿記論」「経

営組織論」「経営管理論」の 4 科目 8単位を履修し、単位を修得すること。また、

スポーツマネジメントコースは、上記の 4 科目に加えて、「スポーツマネジメント

論」「スポーツ社会学」「スポーツ経営管理論」「スポーツ文化論」「スポーツビ

ジネス論」の全 9科目 18単位を必修科目として修得すること。 

（３）コミュニケーション能力を育成し、プレゼンテーションやレポート作成など、論理

的かつ効率的に分析・表現できる力を身につけるために、基礎演習科目 5 単位と専

門演習 8単位を修得すること。 

 

【社会福祉学部社会福祉学科】 

社会福祉学部社会福祉学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、教育課程

が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定められた授業科目を含む

124単位以上、通算 GPAが 1.2以上を満たした者に「学士」の学位を授与する。 

１．学修目標 

（１）ソーシャルワークの基礎知識や基本技能を修得し、それらを関連づけて体系的に理

解していること。（知識・技能） 

（２）共生社会の創造のため、人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語、健康など

に関する幅広い教養を身につけていること。（知識・技能） 

（３）コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、情報リテラシー及び知識や情

報を複眼的・論理的に分析し表現できる能力を身につけていること。（思考力・判

断力・表現力等） 

（４）現代社会や地域が抱える課題に気付き、それらの解決に果敢に立ち向かう能力を身

につけていること。（知識・技能）（思考力・判断力・表現力等） 

（５）生涯学び続けるための意欲と学習する習慣を身につけていること。（主体性を持っ



  

て多様な人々と協働して学ぶ態度） 

（６）自らを律し、他者と協調・協働して行動ができること。（主体性を持って多様な人々

と協働して学ぶ態度） 

（７）人の尊厳を重んじ、豊かな人間性を尊重できる態度を身につけていること。（主体

性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）主体的な学修の基盤となり、社会福祉学について専門的に学んでいくための基本的

な知識としても必要となる共通教育科目群から 30単位以上を修得していること。 

（２）社会福祉学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専門科目

群から 64単位以上を修得していること。 

（３）社会福祉学科では、共生社会の実現に不可欠な福祉援助について体系的に学び、個

人や社会にとって必要な課題解決のために創意工夫する能力を身につけることを目

標としている。このため、「相談援助の基盤と専門職Ⅰ」「相談援助の基盤と専門

職Ⅱ」「現代社会と福祉Ⅰ」「現代社会と福祉Ⅱ」「社会保障論Ⅰ」「社会保障論

Ⅱ」「低所得者に対する支援と生活保護制度」「権利擁護と成年後見制度」「保健

医療サービス」「障害者に対する支援と障害者自立支援制度」「福祉行財政と福祉

計画」の 11科目 22単位を必修科目として履修し、単位を修得すること。 

（４）表現力やコミュニケーション能力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と

基本的な学修能力の修得を目指し、１年次より必修科目として設置されている「ス

タートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「地域共生プログラム」の 6単

位を修得していること。 

 

【美術学部】 

 美術学部デザイン学科及び建築学科は、建学の精神および星槎の三つの約束に基づき、

それぞれの教育課程が定める科目を履修し、以下の知識・能力・態度を身につけ、定めら

れた授業科目を含む 124 単位以上、通算 GPA が 1.2 以上を満たした者に「学士」の学

位を授与する。 

 

【美術学部デザイン学科】 

１．学修目標 

（１）美術、デザインの専門家に必要な基礎的素養を身につけ、共生社会の創造のため、

人間と文化、社会と歴史、自然と環境、外国語などに関する幅広い教養を身につけ

ていること。（知識・技能） 

（２）他者との関係において、対話に関わる表現能力や論理的かつ創造的思考力を働かせ、

直面する課題解決のための判断力を身につけていること。（思考力・判断力・表現

力等） 

（３）制作・研究について高い意欲と幅広い関心をもち、社会の中で自らの課題に主体的

に取り組むことができ、地域や国内外で、他の人々と協同しその解決と達成に積極

的に関わっていく高いコミュニケーション能力を身につけていること。（主体性を

持って多様な人々と協働して学ぶ態度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）美術・デザイン学について専門的に学んでいくための基本的な知識としても必要と

なる共通教育科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）美術・デザイン学に関する専門的な知識や技能を修得するために設置されている専

門科目群から 64 単位（うち必修科目 32単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）デザイン学科では、美術・デザイン学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、

技能、態度等を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考え

る力を身につけ、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを



  

目標としている。このため、「美術学概論Ⅰ」「美術学概論Ⅱ」「平面構成Ⅰ」「平

面構成Ⅱ」「色彩環境論」「デッサンⅠ」「デッサンⅡ」「デッサンⅢ」「デッサ

ンⅣ」「西洋美術史Ⅰ」「西洋美術史Ⅱ」の 11科目 22単位を必修科目として履修

し、単位を修得すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と

基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されている「ス

タートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「地域共生プログラム」の 6単

位を修得していること。 

 

【美術学部建築学科】 

１．学修目標 

（１）次代の可能性を切り開き共生社会の実現ならびに貢献できる人材として、建築学に

関する専門知識や技能を基礎に、自国の文化や社会環境、地域共生などに関する幅

広い教養を身につけている。（知識・技能） 

（２）建築のプロフェッショナルとして、技術者倫理を基礎に企画力・提案力・分析力・

表現力など、広く社会に通用する人間力を身につけている。（思考力・判断力・表

現力等） 

（３）地域や共生社会に関する様々な問題に関心を持ち、「建築デザイン」と「ものつく

り」を通して、さまざまな人と協働して問題解決に真摯に向き合う態度とコミュニ

ケーション能力を身につけている。（主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態

度） 

２．履修すべき科目と単位 

（１）建築学について専門的に学んでいくための基本的な知識として必要となる共通教育

科目群から 30単位（うち必修科目 16単位）以上を修得していること。 

（２）建築学に関する専門知識や技能を修得するために設置されている専門科目群から 64

単位（うち必修科目 41単位）以上を修得していること。 

（３）共通教育科目群及び専門科目群から 30単位以上を修得していること。 

（４）建築学科では、建築学を体系的に学び、実践的学修で培われた知識、技能、態度等

を総合的に活用し、直面している問題の発見、解決方法について考える力を身につ

け、地域や国内外での多様な人々と協働して学ぶことができることを目標としてい

る。このため、「基本製図」「建築設計製図」「建築史」「建築システム論」「建

築材料」「建築設計演習Ⅰ」「建築設計演習Ⅱ」「建築計画Ⅰ」「建築設備Ⅰ」「建

築構造力学Ⅰ」「建築構造力学Ⅱ」「建築材料実験」「建築法規Ⅰ」「建築環境Ⅰ」

「建築施工」「都市計画」の 16 科目 31 単位を必修科目として履修し、単位を修得

すること。 

（５）コミュニケーション能力や表現力の育成とともに、大学生としての基礎的な知識と

基本的な学修能力の修得を目指し、1 年次より必修科目として設置されている「ス

タートアップ演習」「基礎ゼミナール（ⅠA～ⅡB）」「情報基礎演習（Ⅰ・Ⅱ）」

「地域共生プログラム」の 8単位を修得していること。 

 

 

【卒業認定・学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）】 

平成２２年４月１日 制定 

平成２５年５月２７日 一部改訂 

平成３０年４月１日 改訂 

令和２年４月１日 改訂 

令和３年４月 1日 一部改訂 

令和４年４月１日 改訂 
 



  

【単位認定及び成績評価】 

単位は、試験や出席状況等の総合的評価で認定となる。それに伴い、下記の基準に従って成

績評価される。 

 

【成績等の表示及び成績評価基準】     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ルーブリック】 
 

 

評価項目 

 

評価基準 

履修目標を越えた 

レベルを 

達成している 

履修目標を 

ほぼ達成している 

 

履修目標と 

到達目標の間にある 

レベルに達成している 

到達目標を 

達成している 

 

到達目標を 

達成していない 

 

評価項目Ａ 
評価基準 1 

［水準］ 

評価基準２ 

［水準］ 

評価基準３ 

［水準］ 

評価基準４ 

［水準］ 

評価基準５ 

［水準］ 

評価項目Ｂ 
  履修 

 

目標 

 

   到達 

 

目標 

  

評価項目Ｃ 
       

 

 

【ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）制度】  

単位認定及び成績評価における成績基準のＧＰ（成績ポイント）に基づき、次のとおりＧＰ

Ａが算出される。ＧＰＡは学期ごと及び在学の通算で算出され、卒業判定・ＣＡＰ（キャップ）

制度・修学指導等に活用される。 

 

【ＧＰＡ（グレード・ポイント・アベレージ）算出方法 】 

１．「Ｗ（履修中止）」は計算式に含まない。また，教職課程科目など卒業要件単位に算入

しない科目は、ＧＰＡ算出の対象としない。（他学部・他学科の専門科目修得は算入さ

れる。） 

２．「総履修登録単位数」には、不合格科目を再履修し合格の評価を得た場合及び再履修の

結果再び不合格（Ｆ評価）であった場合のそれぞれの再履修前のＦ評価を通算ＧＰＡに

算入しない。ただし、学期ごとに算出するＧＰＡにはそれぞれ算入する。 

３．ＧＰＡは小数点第２位を四捨五入し、小数点第１位までの数値で、次のとおり成績通知

書及び成績原簿・成績証明書に記載する。 

 

    ○成績通知書…学期ごとのＧＰＡ、通算のＧＰＡ 

    ○成績原簿・成績証明書…通算のＧＰＡ  

 

 

区分 評価 成績評価基準 ＧＰ 評価内容

Ｓ
（秀）

100～90点 4.0 特に優れた成績を表します。

Ａ
（優）

89～80点 3.0 優れた成績を表します。

Ｂ
（良）

79～70点 2.0 妥当と認められる成績を表します。

Ｃ
（可）

69～60点 1.0 合格と認められる最低限の成績を表します。

不合格
Ｆ

（不可）
59点以下 0.0

合格と認められる最低限の成績に達して
いないことを表します。

Ｒ
（認）

単位認定科目 —
転入学や留学等により他大学で修得した
科目を本学の単位として認定したことを
表します。

Ｗ 履修中止 —
所定の手続きを経て履修を中止したことを
表します。

合　格

ＧＰ
対象外



  

【ＣＡＰ（キャップ）制 】 

ＣＡＰ制とは前期（第１・第２クォーター）・後期（第３・第４クォーター）に履修登録で

きる単位の上限を設ける制度であり、大学設置基準に基づく学習時間を確保してもらうため、

さらに多くの授業を履修し過ぎていずれも中途半端にならないよう授業に集中してもらうこと

を目的に導入している。 

１．ＣＡＰの標準単位数 

  １学期（前期：第１・第２クォーター、後期：第３・第４クォーター）に履修登録できる

標準単位数を２２単位に設定する。ただし、大学内または学外施設内の授業が主となる実

技・実験・実習及び卒業要件以外の自由科目（教職科目等）の単位については、履修制限

単位に含まないものとする。 

２．標準単位数の変更 

学部長により資格取得等の関係で標準単位数を越えての履修がやむを得ないと判断され

た学生は、２６単位を超えない範囲内で履修登録を行うことができる。 

３．変動型ＣＡＰ制（履修制限） 

きめ細かい履修指導・学習支援を実施するため、前学期のＧＰＡに基づき１年生後期以降

の１学期に履修登録できる単位数を下表のとおり４段階に設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１．５未満の履修指導対象者には、前号の標準単位数変更を適用しない。 

 

学部名 学科名 
卒業に必要と 

なる単位数 
ＧＰＡ制度の採用 

（任意記載事項） 
履修単位の登録上限 

（任意記載事項） 

経営 経営 １２４単位 有 ２２（標準）単位 

社会福祉 社会福祉 １２４単位 有 ２２（標準）単位 

美術 
デザイン １２４単位 有 ２２（標準）単位 

建築 １２４単位 有 ２２（標準）単位 

※前学期のＧＰＡにより、標準単位数の変更や変動型ＣＡＰ制も導入している 

 

 

【進級判定】 
 

本学では全学部・学科生に対して，２年生から３年生および３年生から４年生へ進級する際

の「進級要件」を以下のとおり設けている。 

 

 
進級要件に満たない学生は，進級不合格とし，現学年に留め置く。なお，転学部または転学

科した者および長期履修学生にあっては個別に審議をして判定する。 

 

前学期のＧＰＡ 履修可能単位数

3.5以上 28

3.0以上3.5未満 26

1.5以上3.0未満 22（標準）

1.5未満（履修指導対象者） 18



  

ＧＰＡの活用状況（任意記載事項） 

公表方法：ホームページ及び学生便覧に掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2021/09/67d7b41f3

533d35e535877e8b8154572.pdf 

学生の学修状況に係る参考情報 

（任意記載事項） 

公表方法：ホームページ及び学生便覧に掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2022/05/4e299cb7b

3933de08988091c11e4955f.pdf 

 

 

⑦校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関すること 
公表方法：ホームページ掲載 

https://www.seisadohto.ac.jp/admission/campus_life/facilities/ 

 

 

⑧授業料、入学金その他の大学等が徴収する費用に関すること 

学部名 学科名 
授業料 

（年間） 
入学金 その他 備考（任意記載事項） 

経営学部   

   

経営学科 

(1 年) 
1,045,000 円   210,000 円       －円  

経営学科 

（2 年） 
  700,000 円      －円   345,000 円 施設設備費 

経営学科 

(3 年・4 年) 
  770,000 円       －円   300,000 円 施設設備費、教育充実費 

社会福祉 

学部   

   

社会福祉学科 

(1 年) 
1,045,000 円   210,000 円         －円   

社会福祉学科 

（2 年） 
  700,000 円         －円   345,000 円 施設設備費 

社会福祉学科 

(3 年・4 年) 
  770,000 円       －円   300,000 円 施設設備費、教育充実費 

美術学部   

   

デザイン学科 

(1 年) 
1,395,000 円    210,000 円         －円  

デザイン学科 

（2 年） 
  900,000 円         －円   495,000 円 施設設備費、実験実習費 

デザイン学科 

(3 年・4 年) 
  970,000 円       －円   450,000 円 

施設設備費、実験実習費、 

教育充実費 

建築学科 

(1 年) 
1,395,000 円   210,000 円         －円  

建築学科 

（2 年） 
  900,000 円         －円   495,000 円 施設設備費、実験実習費 

建築学科 

(3 年・4 年) 
  970,000 円       －円   450,000 円 

施設設備費、実験実習費、 

教育充実費 

 

⑨ 大 学 等 が 行 う 学 生 の 修 学 、 進 路 選 択 及 び 心 身 の 健 康 等 に 係 る 支 援 に 関 す る こ と  
a.学生の修学に係る支援に関する取組 

（概要） 

 

本学では、ゼミナール担任制を設け、少人数体制で個別に修学上の助言・支援を行ってい

る。さらに担任でない教員についても、オフィスアワーの表示板を設けて授業科目について

の質問・相談を受けられるよう各研究室内で逐次学生の対応を行っている。 

また、学生カルテ・ポートフォリオの効果的な利用の見直しや履修アドバイザー、各学科

の学年担任制度（学科サポーター）の充実などを通して、個々の学生の学修意欲に応える支

援体制を行っている。 

身体等に障害のある学生がその能力に応じて十分な教育を受け、豊かな学生生活を実現で

きるようにするための修学サポートについては、まず、ホームページ等で当該学修支援体制



  

を広く周知しており、修学サポート申請書で申請学生のニーズを学務課で収集し、修学サポ

ートの事前準備を行っている。申請書を学務課で受理した後に、具体的な修学サポート内容

をコーディネイトするために学生相談室に配置したスクールカウンセラー（臨床心理士）と

の面談を経て、学生個々の修学支援体制を構築している。 

なお、学生のニーズに合わせて所属する学部、学科、履修科目担当教員にも情報が共有さ

れていることから、全学的な学習支援体制を整備している。 

 

https://www.seisadohto.ac.jp/students/information/infirmary/ 

 

b.進路選択に係る支援に関する取組 

（概要） 

 

本学では学生の進路に係る支援を、キャリア支援委員会を設置し、キャリア支援センター

と教員の緊密な連携のもと以下のとおり取り組んでいる。 

キャリア教育としては、正課授業として「キャリアデザインⅠ・Ⅱ」「キャリア支援演習Ⅰ

～Ⅴ」「インターンシップⅠ～Ⅳ」「アクティブプログラムⅠ～Ⅷ」を開講している。また、

キャリア支援センターのキャリア支援として、就職・進学に対する相談、同ガイダンス、イン

ターンシップ実施の他、2 年生全員を対象とした職業レディネス・テスト及びＳＰＩ性格検査

を実施、また、3 年生全員に個人面談の実施（2021 年度より 2 年次へ変更）とキャリアカルテ

の集約、学生のスキルアップのための漢字検定など分野別学内対策講座を実施している。 

 なお、キャリア支援センターには、国家資格キャリアコンサルタントを有する常勤職員を配

置し、学生のキャリアカウンセリングを行っている。 

 

１．地域中小企業団体との連携強化「キャリア支援演習Ⅱとの接続等」 

北海道中小企業家同友会と連携し、会員である中小企業の経営者を招き、「キャリア支援演

習Ⅱ」の中で全学部 1 年生に講話を受講させている。講義を通じて職業意識を涵養し、2 年次

以降のインターンシップ参加に繋げることを目的としている。 

 

２．北海道労働局や新卒ハローワークとの連携 

 定期的に「新卒応援ハローワーク」の就職支援ナビゲーターの派遣依頼をし、出張相談を開

催している。また、学生の在学中の諸活動を記録し自分の強みやキャリアビジョンを明確化す

ることを目的とし、2019 年度に学習成果可視化システムが運用され、キャリア支援センター等

の面談時のキャリアカルテを活用し、学生の成長を把握する体制を整えている。 

 

３．インターンシップ 

 本学では北海道内の大学で構成されている北海道地域インターンシップ推進協議会に加盟

している。推進協議会は加盟大学が連携し地域の産業界との交流を深め、インターンシップの

普及・拡充をはかることを目的としている。インターンシップ参加学生数の目標設定を行い、

推進協議会によるインターンシップに加え、北広島市役所、北広島商工会、由仁町役場並びに

本学取引先に協力を要請して、受入企業等の自己開拓に努めている。また、北海道中小企業家

同友会が主催するインターンシップ事業も活用している。 

 

４．資格取得支援「キャリア支援演習Ⅰとの接続等」 

 １年生前期の必修科目「キャリア支援演習Ⅰ」において「ビジネス能力検定（ジョブパス 3

級）」の学習内容に準じた学習をしている。この検定は学生が就職（就活）前におさえておき

たいビジネス知識や社会人のマナーから、問題発見力・提案力・発信力など学生が入社前やイ

ンターンシップ前に身に付けたいスキルやマナーを評価する検定である。また、同検定の検定

料を大学が負担し学生の資格取得を支援している。 

 

５．就職ガイダンスの実施「キャリア支援演習Ⅳとの接続等」 

 正課授業として 3 年生の選択科目「キャリア支援演習Ⅳ」を組み入れ、これにより就職ガイ



  

ダンスの回数・内容・参加率が向上するとこととなった。2 年生に対しては。「基礎ゼミナー

ルⅡ」の授業の一環として「職業レディネス・テスト」「ＳＰＩ性格検査」を実施し、学生の

分析ツールとして活用している。 

 

６．オンラインによる就職活動支援 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、各企業が導入を開始し、今や主流となりつつある

ＰＣやスマートフォン等のデジタル機器を用いたオンラインによる採用活動に対応すべく、本

学では学生の採用面接や企業説明会参加に必要とされる対策指導と環境整備に取り組んでい

る。従来、対面方式で行っていた学内合同企業説明会をオンライン形式に変更して開催。学生

の就職活動における新たな情報収集手段として確立を図っている。 

 

７．その他のキャリア支援 

 本学では学内合同企業説明会や合同福祉施設説明会、3 社限定のミニ合同企業説明会、業界

説明会、単独企業説明会など学内で学生が直接、採用担当者から話を聞ける機会を増やしてい

る。また、公務員を目指す学生のために、公務員予備校から講師を招き公務員ガイダンスを開

催しているほか、学内の教員による正課外の学修支援として公務員対策講座、福祉士を目指す

学生のために福祉士国家試験対策講座を開講している。 

 

https://www.seisadohto.ac.jp/employment/support/ 

 

c.学生の心身の健康等に係る支援に関する取組 

（概要） 

 

本学では、学生サービス・厚生補導のための主たる組織として、学務課がその対応にあた

っており、「生活相談」、「保健相談」、「栄養相談」など学生生活に関する様々な相談に

応じている。特に近年は、精神的な悩み事・心配事を持つ学生が多くなっていることから、

スクールカウンセラー、学務課、学部・学科の教員、臨床心理士を含む３名の学生生活カウ

ンセラーや２名の学生保健アドバイザーが連携をはかり、学生の問題解決をはかる体制を整

備している。学生の心身の健康等に係る支援に対応する主施設は、利用学生が訪問上、個人

の匿名性に配慮した設置をしている学生相談室と、怪我や体調不良者への応急処置が可能な

保健室の２施設となる。 

また、バリアフリー施設・設備としては、エレベーターが２号館・３号館・本部棟に整備

されており、車いす用のスロープは１・２号館に、身障者用トイレは２号館、身障者用駐車

場は本部棟前に設置している。 

 

https://www.seisadohto.ac.jp/students/information/infirmary/ 

https://www.seisadohto.ac.jp/uploads/2021/05/a482ad1761cce155ef8cff0490b7b2851.pdf 

 

 

 

⑩教育研究活動等の状況についての情報の公表の方法 
公表方法：ホームページ及び広報誌（大学案内） 

https://www.seisadohto.ac.jp/ 

 



（別紙）

※ この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。

※

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数

※

※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄について、該当する人数が1人以上10人以下の場合に
は、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が0人の場合には、「0人」と記載するこ
と。

本表において、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分とは、それぞれ大学等における修学の支
援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条第１項第１号、第２号、第３号
に掲げる区分をいう。

２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認
定の取消しを受けた者の数

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたこと
により認定の取消しを受けた者の数

年間

193人

後半期

180人

117人

42人

21人

学校名

設置者名

星槎道都大学

学校法人北海道星槎学園

前半期

支援対象者（家計急変
による者を除く）

181人

115人第Ⅰ区分

学校コード F101310100258

（備考）

内
訳

42人

24人

家計急変による
支援対象者（年間）

－

－

第Ⅱ区分

第Ⅲ区分

合計（年間）

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したこ
とにより認定の取消しを受けた者の数

年間 0人



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

年間 前半期 後半期

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

退学 －

３月以上の停学 0人

年間計 －

上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成
績が著しく不良であることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められ
ず、遡って認定の効力を失った者の数

右以外の大学等
短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を含

む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専門学校（修
業年限が２年以下のものに限る。）

－

「警告」の区分に連続
して該当

（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の
処分を受けたことにより認定の取消しを受けた者の数

計

－

－

0人

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

右以外の大学等

後半期前半期年間

修業年限で卒業又は修
了できないことが確定

修得単位数が標準単位
数の５割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の５割以

下）

出席率が５割以下その
他学修意欲が著しく低

い状況

－

0人

（備考）

（備考）



※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数

※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。

計 33人

出席率が８割以下その
他学修意欲が低い状況

－

修得単位数が標準単位
数の６割以下

（単位制によらない専門学校
にあっては、履修科目の単位
時間数が標準時間数の６割以

下）

－

ＧＰＡ等が下位４分の
１

33人

右以外の大学等

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専
攻科を含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含
む。）及び専門学校（修業年限が２年以下のもの

に限る。）

年間 前半期 後半期

訓告 0人

年間計 0人

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学
生認定の効力の停止を受けた者の数

停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の
効力の停止を受けた者の数

３月未満の停学 0人

（備考）

（備考）


